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宇和島鉄道の第一次敷設計画について　―明治二七年の出願から明治三八年の解散まで―

は
じ
め
に

　

本
県
の
鉄
道
史
は
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
県
会
議
員
の
小
林
信
近
た
ち
が
愛
媛

県
へ
軽
便
鉄
道
の
敷
設
を
出
願
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
同
二
一
年
に
伊
予
鉄
道
会
社
（
社
長

小
林
信
近
、
資
本
金
四
万
円
）
が
松
山
（
翌
年
に
外
側
と
改
称
）
～
三
津
間
を
開
業
し
た
。

続
い
て
同
二
八
年
に
道
後
鉄
道
株
式
会
社
（
専
務
取
締
役
村
瀬
正
敬
、
資
本
金
三
万
八
〇
〇

〇
円
）
が
松
山
～
道
後
～
三
津
口
間
を
、
翌
年
に
南
予
鉄
道
株
式
会
社
（
同
宮
内
治
三
郎
、

資
本
金
九
万
五
〇
〇
〇
円
）
が
藤
原
～
郡
中
間
を
開
業
し
た
。
こ
の
二
社
も
軌
間
七
六
二
㍉

の
軽
便
鉄
道
で
あ
っ
た
。
伊
予
鉄
道
の
井
上
要
は
三
社
の
合
同
を
主
張
し
て
、
同
三
三
年
に

二
社
を
合
併
し
た
。
そ
し
て
、
近
隣
に
位
置
し
て
い
た
藤
原
駅
を
廃
し
て
外
側
駅
を
拡
張
、

三
津
口
駅
を
廃
し
て
古
町
駅
に
移
転
吸
収
し
た（

（
（

。

　

こ
の
頃
、
宇
和
島
町
（
現
宇
和
島
市
）
～
吉
野
生
村
（
現
松
野
町
）
間
で
も
鉄
道
敷
設
の

動
き
が
起
こ
っ
た
。
明
治
二
七
年
に
発
起
人
玉
井
安
蔵
ほ
か
八
六
名
が
、
逓
信
省
へ
宇
和
島

鉄
道
株
式
会
社
の
設
立
と
軽
便
鉄
道
の
敷
設
を
出
願
し
、
同
二
九
年
に
仮
免
状
を
、
翌
年
に

本
免
状
を
下
付
さ
れ
た（

（
（

。
し
か
し
、
同
社
（
社
長
土
居
通
夫
、
資
本
金
二
六
万
円
）
は
日
清

戦
争
に
よ
る
物
価
高
騰
と
戦
後
恐
慌
の
煽
り
を
受
け
、
株
金
振
込
は
資
本
金
の
十
分
の
一
に

止
ま
っ
た
。
竣
功
期
限
の
延
長
を
二
度
許
可
さ
れ
た
が
、
同
三
七
年
に
日
露
戦
争
が
始
ま
る

と
再
び
計
画
に
蹉
跌
を
き
た
し
た
。
翌
年
に
竣
功
期
限
を
迎
え
て
免
許
状
の
効
力
を
失
い
、

会
社
の
解
散
を
決
議
す
る
に
至
っ
た（

（
（

。

　

政
府
は
私
鉄
の
監
督
法
規
と
し
て
明
治
二
〇
年
に
「
私
設
鉄
道
条
例（

（
（

」（
全
四
一
条
）
を

公
布
し
て
い
た
が
、
同
三
三
年
に
監
督
権
を
強
化
し
た
「
私
設
鉄
道
法（

（
（

」（
全
九
八
条
）
を

新
た
に
公
布
し
た
。
ま
た
、
日
露
戦
争
直
後
の
同
三
九
年
に
は
軍
事
的
・
経
済
的
理
由
か
ら

「
鉄
道
国
有
法（

（
（

」
を
公
布
し
て
鉄
道
を
原
則
官
設
と
し
、
大
規
模
な
私
鉄
一
七
社
を
国
有
化

し
た
。
局
地
線
に
限
ら
れ
た
私
鉄
は
魅
力
を
失
っ
て
新
規
参
入
が
減
少
し
、
買
収
を
免
れ
た

私
鉄
に
と
っ
て
も
「
私
設
鉄
道
法
」
は
重
荷
で
あ
っ
た
。
私
鉄
の
停
滞
は
日
露
戦
後
の
地
域

開
発
を
進
め
る
上
で
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
同
四
三
年
に
政
府
は
大
幅
に
規
制
を
緩
和
し
た

「
軽
便
鉄
道
法（

（
（

」（
全
八
条
）
を
、
翌
年
に
は
「
軽
便
鉄
道
補
助
法（

（
（

」
を
公
布
し
た
。
一
連
の

政
策
に
よ
り
再
び
鉄
道
敷
設
の
機
運
が
全
国
的
に
高
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
明
治
四
十
三
年
に
有
志
が
「
宇
和
島
鉄
道
再
興
之
趣
意
書（

（
（

」
を
作
成

し
た
。
当
初
は
宇
和
島
町
～
吉
野
生
村
間
を
予
定
し
た
が
、
政
府
へ
の
出
願
は
八
幡
村
（
現

宇
和
島
市
）
～
旭
村
（
現
鬼
北
町
）
間
に
短
縮
し
て
い
る（
（1
（

。
翌
年
に
免
許
状
を
下
付
さ
れ（
（1
（

、

宇
和
島
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
（
社
長
井
上
角
五
郎
、
資
本
金
四
〇
万
円
）
が
設
立
さ
れ
た（
（1
（

。

株
式
の
募
集
に
は
苦
労
し
た
が
、
下
灘
村
（
現
宇
和
島
市
）
出
身
で
次
期
衆
議
院
議
員
選
挙

の
準
備
を
進
め
る
成
田
榮
信（
（1
（

が
尽
力
し
て
、
衆
議
院
議
員
で
北
海
道
炭
礦
鉄
道
の
経
営
経
験

が
あ
る
井
上
角
五
郎（
（1
（

、
京
濱
銀
行
の
監
査
役
や
取
締
役
の
経
験
者
で
成
田
と
同
期
当
選
す
る

横
田
千
之
助（
（1
（

（
後
に
司
法
大
臣
）
な
ど
県
外
に
大
株
主
を
得
る
こ
と
が
で
き
た（
（1
（

。
同
四
五
年

に
は
社
名
を
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
と
変
更
し
て
工
事
に
着
手
し
た（
（1
（

。

　

大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
八
幡
村
～
旭
村
間
が
開
通
し
、
八
幡
村
に
宇
和
島
、
高
光
村�

（
現
宇
和
島
市
）
に
高
串
・
光
満
、
三
間
村
（
同
）
に
務
田
・
宮
野
下
、
二
名
村
（
同
）
に�

中
野
・
大
内
、
好
藤
村
（
現
鬼
北
町
）
に
深
田
、
旭
村
に
近
永
の
各
駅
を
設
け
た（
（1
（

。
続
い
て�

同
五
年
に
宇
和
島
駅
を
宇
和
島
町
寄
り
に
移
転
、宇
和
島
～
高
串
間
に
下
村
駅
を
増
設
し
た（
（1
（

。�

そ
の
後
、
同
九
年
に
宇
和
島
鉄
道
は
資
本
金
を
七
〇
万
円
に
増
加
さ
せ（
（2
（

、
旭
村
～
吉
野
生
村�

間
の
免
許
状
を
下
付
さ
れ
た（
（2
（

。
同
一
二
年
に
同
区
間
が
開
通
す
る
と
、
泉
村
（
現
鬼
北
町
）�

に
出
目
、
明
治
村
（
現
松
野
町
）
に
松
丸
、
吉
野
生
村
に
吉
野
の
各
駅
を
設
け
た（
（2
（

。
こ
こ
に�

宇
和
島
鉄
道
の
第
一
次
敷
設
計
画
に
つ
い
て�

平
　
井
　
　
　
誠

　
　
　
―
明
治
二
七
年
の
出
願
か
ら
明
治
三
八
年
の
解
散
ま
で
―
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第
一
章
　
鉄
道
敷
設
の
目
的
と
発
起
人

　

明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
一
月
頃
か
ら
地
元
紙
の
『
宇
和
島
新
聞
』
に
鉄
道
の
敷
設
に

向
け
た
動
き
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
宇
和
島
鉄
道
創
立
委
員
で
宇
和
島
町
会
議
員
の
高
畠

秋
松
が
上
阪
し
て
、
地
元
出
身
の
実
業
家
で
あ
る
土
居
通
夫
と
今
西
林
三
郎
（
幹
一
郎
の
弟
）

を
訪
ね
、
山
陽
鉄
道
の
技
師
派
遣
を
依
頼
し
て
い
る（
（3
（

。
山
陽
鉄
道
の
社
長
松
本
重
太
郎
は
、

土
居
や
今
西
と
同
じ
く
大
阪
商
業
会
議
所
の
会
員
で
あ
り
、
特
に
今
西
は
同
社
の
支
配
人
も

務
め
て
い
た
た
め
、
そ
の
人
脈
に
期
待
し
た
の
だ
ろ
う（
（3
（

。
翌
月
九
日
に
山
陽
鉄
道
か
ら
技
師

森
嶋
佐
治
郎
が
来
宇
し
た
が
、
翌
日
に
宇
和
島
町
～
旭
村
間
の
踏
査
を
行
っ
て
一
泊
す
る
と
、

吉
野
生
村
に
は
赴
か
ず
に
帰
宇
し
て
い
る（
（3
（

。
そ
し
て
、
三
月
に
宇
和
島
町
～
吉
野
生
村
間
の

建
設
費
を
二
六
万
円
と
算
出
し
て
い
る（
（3
（

。
松
本
は
土
居
や
今
西
の
顔
を
立
て
て
、
形
式
的
に

森
嶋
を
派
遣
し
た
の
で
あ
り
、
森
嶋
も
踏
査
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
机
上
の
資
料
か
ら

建
設
費
を
算
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
後
二
六
万
円
と
い
う
数
字
は
建
設
費

や
資
本
金
と
し
て
様
々
な
資
料
に
掲
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

明
治
二
七
年
四
月
に
は
『
宇
和
島
新
聞
』
に
起
業
目
論
見
書
や
願
書
の
概
要
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
社
名
を
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
（
資
本
金
二
六
万
円
、
五
二
〇
〇
株
）
と
し
て
、

宇
和
島
町
～
吉
野
生
村
間
に
一
四
哩マ
イ
ル五
〇
鎖
チ
ェ
ー
ン（
約
二
三
・
五
㌖
）
の
軽
便
鉄
道
を
敷
設
し
、

収
入
を
三
万
九
七
九
二
円
三
〇
銭
、
支
出
を
一
万
三
一
六
二
円
二
七
銭
五
厘
、
純
益
を
二
万

六
六
三
〇
円
二
銭
五
厘
と
見
込
ん
で
い
た（
（3
（

。
株
式
は
各
町
村
に
割
り
当
て
、
一
部
を
発
起
株

と
し
て
募
集
し
た
よ
う
だ
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
鉄
道
熱
の
高
い
三
間
地
方
で
は
順
調
に

発
起
株
が
確
定
し
た
が
、
宇
和
島
町
は
「
案
外
緩
慢
」
で
進
捗
し
な
か
っ
た
た
め
、
歯
長
峠

か
ら
吉
田
町
へ
抜
け
る
線
路
変
更
も
浮
上
し
た（
（3
（

。
そ
こ
で
、
宇
和
島
町
で
も
株
式
の
募
集
が

急
遽
進
め
ら
れ
、
同
月
二
〇
日
の
発
起
会
ま
で
に
割
当
額
の
一
六
〇
〇
株
（
八
万
円
）
に
達

し
た（
（3
（

。
こ
れ
に
対
し
て
発
起
株
の
四
〇
〇
株
（
二
万
円
）
だ
け
を
確
定
し
て
い
た
三
間
地
方

は
創
立
費
の
負
担
に
不
公
平
を
感
じ
て
一
層
株
式
の
募
集
に
努
め
た（
（3
（

。
株
式
の
募
集
は
地
域

間
の
競
争
心
を
煽
り
な
が
ら
進
ん
だ
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
中
で
衆
議
院
議
員
に
当
選
し
た

土
居
通
夫
、
今
西
林
三
郎
、
宇
和
島
町
会
議
員
か
ら
大
阪
株
式
取
引
所
の
仲
買
人
と
な
っ
た

油
屋
熊
八
も
各
一
〇
〇
株
を
引
き
受
け
る
と
報
じ
ら
れ
た（
（3
（

。

宇
和
島
～
吉
野
間
（
約
二
五
・
六
㌖
）
が
全
通
し
た
。
以
後
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に�

国
有
化（
（2
（

、
同
一
六
年
に
改
軌
さ
れ（
（2
（

、
現
在
は
予
土
線
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

　

宇
和
島
鉄
道
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
大
正
一
〇
年
に
鉄
道
省
が
刊
行
し
た
『
日
本

鉄
道
史（
（2
（

』
が
、
明
治
二
七
年
の
出
願
か
ら
同
三
八
年
の
会
社
解
散
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、

昭
和
四
四
～
四
九
年
に
日
本
国
有
鉄
道
が
刊
行
し
た
『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史（
（2
（

』
が
、
明
治

二
七
年
の
出
願
か
ら
大
正
三
年
の
宇
和
島
～
近
永
間
の
開
通
、
同
一
二
年
の
近
永
～
吉
野
間

の
延
伸
か
ら
昭
和
八
年
の
国
有
化
に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
官
設
鉄
道
や
国
有

化
し
た
大
規
模
私
鉄
を
中
心
に
記
載
し
た
も
の
で
、
宇
和
島
鉄
道
に
つ
い
て
は
若
干
の
史
料

と
一
時
期
の
経
営
状
態
を
示
し
な
が
ら
概
略
を
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　

井
上
要
（
衆
議
院
議
員
・
伊
予
鉄
道
社
長
）
は
『
愛
媛
県
鉄
道
苦
行
史（
（2
（

』
で
、
明
治
四
三

年
に
今
西
幹
一
郎
か
ら
相
談
や
視
察
の
依
頼
を
受
け
た
こ
と
、
成
田
榮
信
が
株
式
の
募
集
に

尽
力
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
翌
年
に
宇
和
島
軽
便
鉄
道
が
設
立
さ
れ
た
際
に
、
井
上
は

短
期
間
だ
が
取
締
役
に
な
っ
て
い
る（
（2
（

。
ま
た
、
山
村
豊
次
郎
（
衆
議
院
議
員
・
初
代
宇
和
島

市
長
・
宇
和
島
鉄
道
社
長
）
の
業
績
を
ま
と
め
た
『
山
村
豊
次
郎
伝（
（2
（

』
で
は
、
国
鉄
に
よ
る

四
国
循
環
鉄
道
促
進
の
た
め
、
山
村
が
宇
和
島
鉄
道
の
国
鉄
化
を
働
き
か
け
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
井
上
と
今
西
の
関
係
、
山
村
の
政
治
的
動
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
史
料
の
掲
載
は
な
く
回
顧
録
の
感
が
強
い
。

　

宇
和
島
鉄
道
は
営
業
期
間
が
大
正
三
～
昭
和
八
年
ま
で
と
短
く
、
社
史
も
作
成
さ
れ
ず
に

国
有
化
さ
れ
た
た
め
、
伊
予
鉄
道
な
ど
と
比
較
す
る
と
先
行
研
究
が
十
分
と
は
言
え
な
い
。

特
に
鉄
道
敷
設
の
目
的
、
発
起
人
や
株
主
の
特
徴
、
取
締
役
・
監
査
役
の
変
遷
、
政
府
と
の

や
り
と
り
が
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
鉄
道
博
物
館
所
蔵
の�

『
鉄
道
院
（
省
）
文
書
』、
愛
媛
県
立
図
書
館
所
蔵
の
行
政
資
料
『
鉄
軌
索
道
』、
地
元
紙�

の
『
宇
和
島
新
聞
』
な
ど
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
課
題
解
決
に
取
り
組
み
、
宇
和
島
鉄
道
の�

成
立
過
程
と
地
域
に
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
明
治
二
七
年
の
出
願
か
ら
同
三
八
年
の
会
社
解
散
ま
で
を
第
一
次
敷
設

計
画
、
同
四
三
年
の
出
願
か
ら
大
正
一
二
年
の
吉
野
開
通
ま
で
を
第
二
次
敷
設
計
画
（
近
永

開
通
ま
で
を
第
一
期
工
事
、
吉
野
開
通
ま
で
を
第
二
期
工
事
）
と
し
、
今
回
は
第
一
次
敷
設

計
画
ま
で
を
対
象
と
す
る
。（
旧
村
位
置
は
【
参
考
図　

宇
和
島
町
と
周
辺
諸
村
】
を
参
照
）
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宇和島鉄道の第一次敷設計画について　―明治二七年の出願から明治三八年の解散まで―

　

旅
客
荷
物
運
賃
等
取
調
候
処
別
紙
ノ
通
ニ
有
之
、
就
テ
ハ
本
会
社
ヲ
設
立
シ
宇
和
島
吉
野

　

生
村
間
軽
便
鉄
道
布
設
仕
度
候
条
、
御
許
可
ノ
上
仮
免
状
御
下
付
被
成
下
度
、
別
紙
目
論

　

見
書
、
仮
定
款
及
ヒ
線
路
図
面
相
添
ヘ
発
起
人
連
署
ヲ
以
テ
此
段
奉
願
候
也
、

　
　
　

明
治
廿
七
年
六
月
一
日　
　
　

愛
媛
県
北
宇
和
郡
宇
和
島
町
大
字
桜
町
二
番
戸

�

玉
井
安
蔵　

㊞

　
　
　

逓
信
大
臣　

伯
爵　

黒
田
清
隆
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
外
八
六
名
略（
（4
（

）

　　

宇
和
島
と
東
北
方
面
の
諸
村
を
結
ぶ
街
道
は
、
奈
良
通
（
八
幡
村
～
旭
村
～
明
治
村
～
吉

野
生
村
）
と
三
間
通
（
八
幡
村
～
高
光
村
～
三
間
村
～
二
名
村
～
好
藤
村
～
旭
村
～
泉
村
～

三
島
村
～
日
吉
村
）
が
あ
っ
た
が
、
前
者
は
二
ケ
所
の
難
所
が
あ
り
、
後
者
は
作
り
が
粗
悪

な
た
め
、
往
来
や
輸
送
に
不
便
で
あ
っ
た
。
産
物
の
輸
送
は
馬
か
人
夫
に
頼
る
し
か
な
く
、

必
然
的
に
輸
送
費
は
高
く
つ
い
た
。
そ
の
た
め
、
如
何
に
良
質
な
産
物
で
あ
っ
て
も
山
野
に

放
置
す
る
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
宇
和
島
町
～
吉
野
生
村
間
に
鉄
道
を
敷
設
す
る
こ
と

に
よ
り
、
①
廉
価
な
輸
送
費
で
産
物
を
宇
和
島
へ
送
り
、
②
宇
和
島
か
ら
海
路
で
販
路
を
拡

大
さ
せ
る
一
方
で
、
③
宇
和
島
か
ら
魚
や
塩
を
受
け
取
っ
て
需
要
品
の
相
互
補
完
を
図
り
、

④
旅
客
の
増
加
に
よ
っ
て
経
済
活
動
を
活
発
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
鉄
道
の
敷
設
は

東
北
方
面
の
諸
村
が
主
体
と
な
っ
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

願
書
と
と
も
に
起
業
目
論
見
書
と
仮
定
款
も
提
出
さ
れ
た（
（4
（

。
起
業
目
論
見
書
で
は
資
本
金�

二
六
万
円
（
五
二
〇
〇
株
）
の
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
を
宇
和
島
町
に
置
き
、
宇
和
島
町
～�

吉
野
生
村
間
一
四
哩マ
イ
ル五
〇
鎖
チ
ェ
ー
ン（
約
二
三
・
五
㌖
）
に
軌
間
二
呎
フ
ィ
ー
ト六
吋イ
ン
チ（
七
六
二
㍉
）
の
軽
便�

鉄
道
を
敷
設
、
収
入
を
三
万
八
〇
九
九
円
四
三
銭
（
乗
客
収
入
二
万
三
〇
三
二
円
二
三
銭
、

貨
物
収
入
一
万
五
〇
六
七
円
二
〇
銭
）、
支
出
を
一
万
三
一
六
二
円
二
七
銭
五
厘
、
純
益
を

二
万
四
九
三
七
円
一
五
銭
五
厘
と
見
込
ん
で
い
る
。
先
述
し
た
『
宇
和
島
新
聞
』
と
ほ
ぼ
同

内
容
だ
が
、
収
入
・
純
益
を
一
七
〇
〇
円
程
下
げ
て
い
る
。

　

仮
定
款
で
は
株
主
総
会
を
通
常
総
会
と
臨
時
総
会
に
区
分
し
て
、
毎
年
一
、
七
月
に
通
常

総
会
を
、
取
締
役
と
監
査
役
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
臨
時
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
総
会
の
定
足
数
は
総
株
金
の
四
分
の
一
以
上
で
、
議
決
権
は
一
株
一
票
を
基
本
に
、

一
〇
～
五
〇
株
は
二
株
毎
に
一
票
を
、
五
一
～
一
〇
〇
株
は
五
株
毎
に
一
票
を
、
一
〇
一
株

　

上
京
す
る
代
表
に
は
前
衆
議
院
議
員
の
堀
部
彦
次
郎
が
推
さ
れ
た
が
、
都
合
に
よ
り
辞
退

し
た
た
め
、
元
県
会
議
員
の
今
西
幹
一
郎
が
上
京
し
て
、
衆
議
院
議
員
の
土
居
通
夫
や
玉
井

安
蔵
と
協
議
し
た
上
で
出
願
す
る
こ
と
に
な
っ
た（
（3
（

。
明
治
二
七
年
五
月
三
一
日
に
宇
和
島
を

出
発
し
た
今
西
は
、
翌
月
二
日
に
愛
媛
県
知
事
か
ら
逓
信
大
臣
宛
の
副
申
を
得
る
と
、
大
阪

に
赴
き
今
西
林
三
郎
と
油
屋
熊
八
か
ら
調
印
を
受
け
て
上
京
し
た（
（4
（

。
そ
し
て
、同
月
一
四
日（
（4
（

（
一
説
に
は
一
五
日（
（4
（

）
に
逓
信
省
へ
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
の
設
立
と
軽
便
鉄
道
の
敷
設
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
出
願
し
て
い
る
。
な
お
、
出
願
の
際
に
は
逓
信
省
へ
の
仲
介
役
と
し
て

土
居
と
玉
井
が
立
ち
会
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　　
　
　

宇
和
島
鉄
道
会
社
設
立
及
ヒ
軽
便
鉄
道
敷
設
ノ
儀
ニ
付
願

　

本
県
宇
和
島
（
中
略
）
東
北
間
ノ
二
道
、
一
ヲ
奈
良
通
リ
ト
称
シ
一
ヲ
三
間
通
ト
称
ス
、

　
（
中
略
）
宇
和
島
ノ
産
物
其
額
莫
大
ナ
ル
ハ
皆
人
ノ
知
ル
所
ニ
シ
テ
海
産
ア
リ
陸
産
ア
リ
、

　

陸
産
ノ
主
要
産
地
ハ
此
二
線
接
続
ノ
諸
村
ニ
シ
テ
皆
此
二
線
ノ
一
ヲ
取
テ
宇
和
島
ニ
輸
送

　

ス
、
彼
ノ
高
知
県
幡
多
高
岡
二
郡
ノ
物
産
モ
亦
然
リ
、
今
二
道
ノ
嶮
夷
ヲ
査
察
ス
レ
バ
、

　

奈
良
線
ハ
千
波
峠
ノ
険
坂
、
市
越
ノ
峻
路
ア
リ
、
三
間
線
ハ
険
坂
峻
路
ナ
ラ
ザ
ル
モ
道
路

　

粗
悪
ニ
シ
テ
、
二
道
孰
レ
モ
往
来
運
輸
ノ
便
ヲ
欠
キ
、
行
旅
ハ
往
来
ニ
艱
ミ
貨
物
ノ
運
搬

　

ハ
馬
背
ニ
頼
ラ
ザ
レ
バ
人
肩
ニ
托
セ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
ガ
故
ニ
運
賃
ノ
不
廉
ヲ
致
シ
、
甚
シ

　

キ
ハ
如
何
ナ
ル
品
質
好
良
ノ
原
料
ヲ
産
ス
ル
モ
、
運
送
費
ヲ
償
ハ
ザ
ル
ガ
為
メ
ニ
空
シ
ク

　

山
野
ニ
委
棄
シ
テ
腐
朽
ニ
任
ス
ル
ガ
如
キ
ノ
実
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
、
是
レ
地
方
人
民
ノ
慨
嘆

　

措
カ
ザ
ル
所
ナ
リ
、
且
夫
レ
殖
産
興
業
ノ
茲
ニ
萌
芽
ヲ
発
シ
将
ニ
大
ニ
振
起
セ
ン
ト
シ
テ

　

其
然
ル
能
ハ
ザ
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
一
ニ
運
輸
ノ
自
由
ナ
ラ
ザ
ル
ニ
因
ル
、
是
レ
鉄
道
布
設

　

ノ
已
ヲ
得
ザ
ル
所
以
ナ
リ
、
今
若
シ
一
朝
此
間
ニ
鉄
道
ヲ
開
通
シ
運
搬
費
ヲ
低
廉
ナ
ラ
シ

　

ム
レ
バ
山
間
無
尽
ノ
産
物
ハ
忽
チ
宇
和
島
ノ
市
場
ニ
上
リ
、
或
ハ
之
ヲ
汽
船
ニ
転
載
シ
テ

　

各
地
ニ
販
路
ヲ
求
メ
、
海
陸
ノ
運
輸
相
待
テ
大
ニ
地
方
ノ
生
産
力
ヲ
増
加
ス
ヘ
シ
、
特
ニ

　

山
間
諸
村
ハ
以
テ
宇
和
島
市
場
ニ
供
給
ス
ル
ト
仝
時
ニ
亦
其
魚
塩
等
用
品
ノ
需
要
ヲ
宇
和

　

島
ノ
市
場
ニ
仰
キ
、
所
謂
有
無
相
通
ズ
ル
ノ
利
益
ヲ
完
フ
シ
、
加
フ
ル
ニ
旅
客
ノ
往
来
ヲ

　

迅
速
頻
繁
ナ
ラ
シ
ム
ル
ガ
為
ニ
百
般
ノ
事
業
ニ
於
テ
敏
活
ノ
運
動
ヲ
ナ
シ
得
ル
ヿ
将
ニ
予

　

想
外
ニ
出
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
ト
ス
、
於
茲
某
等
軽
便
鉄
道
布
設
ノ
已
ム
可
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
認
メ
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以
上
は
一
〇
株
毎
に
一
票
を
加
え
た（
（4
（

。
大
株
主
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
票
数
の
増
加
率
は
逓
減

さ
せ
て
い
る
。
取
締
役
は
二
〇
株
以
上
の
株
主
か
ら
七
名
、
監
査
役
は
「
一
般
株
主
」
か
ら

三
名
を
選
出
、
任
期
は
二
年
と
し
た
（
毎
年
半
数
改
選
、
一
年
目
は
取
締
役
四
名
、
監
査
役

二
名
改
選
）。
ま
た
、
取
締
役
の
諮
問
機
関
と
し
て
評
議
員
を
置
き
、
一
〇
株
以
上
の
株
主

か
ら
一
〇
名
を
選
出
、
任
期
は
取
締
役
・
監
査
役
と
同
じ
く
二
年
と
し
た
。

　

次
に
発
起
人
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。【
表
１
】
は
発
起
人
八
七
名
に
つ
い
て
、

居
住
地
別
の
人
数
・
株
数
・
平
均
株
数
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
居
住
地
別
の
人
数
は

【
図
１
】
の
通
り
宇
和
島
町
が
五
八
％
、
明
治
村
が
一
四
％
で
、
そ
れ
以
外
は
六
％
以
下
と

な
っ
て
い
る
。「
私
鉄
鉄
道
条
例
」
で
は
発
起
人
の
株
数
を
総
株
数
の
二
〇
％
以
上
と
規
定

し
て
い
た
が（
（4
（

、
八
七
名
の
株
数
は
合
計
二
一
二
六
株
で
、
総
株
数
の
四
〇
％
を
超
え
、
平
均

株
数
は
二
四
株
で
あ
っ
た
。
居
住
地
別
の
株
数
は
【
図
２
】
の
通
り
宇
和
島
町
が
四
九
％
、

大
阪
市
が
一
二
％
、
明
治
村
が
一
〇
％
で
、
そ
れ
以
外
は
五
％
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
大
阪

市
の
発
起
人
は
土
居
通
夫
、
今
西
林
三
郎
、
油
屋
熊
八
の
三
人
で
あ
り
、
土
居
と
油
屋
が
各

一
〇
〇
株
、
今
西
が
五
〇
株
を
引
き
受
け
た
。
そ
の
た
め
、
大
阪
市
は
居
住
地
別
の
株
数
が

合
計
二
五
〇
株
と
な
り
、
宇
和
島
町
に
次
ぐ
順
番
と
な
っ
て
い
る
。

　

宇
和
島
町
は
発
起
人
の
人
数
、
株
数
に
お
い
て
多
数
を
占
め
て
い
る
が
、
平
均
株
数
は

【
表
１
】
の
通
り
二
一
株
で
、
全
体
平
均
の
二
四
株
を
下
回
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
宇
和
島

町
の
発
起
人
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。【
表
２
】
は
引
受
株
数
と
人
数
を

一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
り
、【
図
３
】
は
そ
れ
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
宇
和
島
町

で
は
一
〇
株
の
発
起
人
が
六
二
％
、
続
い
て
二
〇
株
が
一
二
％
、
一
五
株
が
八
％
、
一
〇
〇

株
が
六
％
、
五
〇
株
が
四
％
、
最
後
に
一
一
、
三
〇
、
四
〇
、
七
〇
株
が
各
二
％
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
宇
和
島
町
の
発
起
人
は
大
半
が
一
〇
株
で
、
全
体
平
均
の
二
四
株
未
満
が

八
四
％
を
占
め
、
二
四
株
以
上
は
僅
か
一
六
％
で
あ
っ
た
。

　

宇
和
島
町
と
は
対
照
的
に
平
均
株
数
が
多
い
の
は
大
阪
市
の
八
三
株
、
続
い
て
成
妙
村
と

来
村
（
と
も
に
現
宇
和
島
市
）
の
五
〇
株
、
好
藤
村
の
四
〇
株
、
旭
村
の
三
〇
株
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
株
主
が
三
人
以
下
で
あ
り
、
そ
の
株
数
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
。

大
阪
市
の
事
情
は
先
述
し
た
が
、
成
妙
村
（
発
起
人
二
人
）
と
来
村
（
発
起
人
一
人
）
は
、

株
主
が
各
五
〇
株
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
当
時
の
村
単
位
で
は
発
起
人
が
少
数
で

【表１】発起人の居住地別人数・
　　　 株数・平均株数

【表２】宇和島町の引受株数と
　　　 人数

市町村 株数（株）平均株数（株）

宇和島町 1041 21
明治村 225 19
三間村 100 20
大阪市 250 83
二名村 80 27

旭村 60 30
成妙村 100 50
丸穂村 25 13
好藤村 80 40
泉村 20 20
来村 50 50
八幡村 15 15
合計 2126 24

注１. 鉄道博物館所蔵マイクロフィルム「宇和島
　　  鉄道」（Ｄ1-5-18-1）より作成。　
注２. 平均株数は少数第一位を四捨五入した。　
注３. 図は合計100％になるよう端数処理した。

12
5
3
3

6 40株

1

2
2
2
2

人数（人）

吉野生村 80 27 注１. 鉄道博物館所蔵マイクロフィルム「宇和島
　　  鉄道」（Ｄ1-5-18-1）より作成。

3
50株 2 合計 50
100株 3 11株 1
15株

10株 31

4

株数（株）人数（人）株数（株）人数（人）

注２. 図は合計100％になるよう端数処理した。　

1
1
87

70株 1
1

30株 1

50
20株宇和島町

58

明治村
14

三間村 6

大阪市 3
二名村 3
吉野生村 3

外7村 13

宇和島町
49

大阪市 12

明治村 10

成妙村 5

三間村 5

二名村 4
吉野生村 4

好藤村 4
外5村 8

10株
62

20株
12

15株 8

100株 6
50株 4
70株2
40株2 30株2 11株 2

【図１】発起人の居住地別人数（％）

【図２】発起人の居住地別株数（％） 【図３】宇和島町の引受株数と人数（％）
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宇和島鉄道の第一次敷設計画について　―明治二七年の出願から明治三八年の解散まで―

【表３】30株以上の氏名・株数・主な経歴（Ｍ：明治、Ｔ：大正）

氏　名 株数
（株） 主　　　　　な　　　　　経　　　　　　歴 主  な  参  考  文  献

油屋熊八
（大阪市） 100 1863～1935、米問屋に生まれる、Ｍ23宇和島町会議員、Ｍ26上阪、

米相場師となる 『愛媛県史』人物、『宇和島新聞』

玉井安蔵
（宇和島町） 100 1835～1920、清水村庄屋玉井常四郎の長男、Ｍ３宇和島に移住、Ｍ

13～19、19～21、23～25愛媛県会議員、Ｍ27.3.1～6.2衆議院議員
『愛媛県史』人物、『南予案内』、
『愛媛県議会史』１・２、『衆議院
議員党籍録』

土居通夫  
（大阪市） 100

1837～1917、宇和島藩士大塚家に生まれ、後に父の里方の姓土居を
名乗る、Ｍ21大阪電灯会社社長、Ｍ27.3.1～6.2衆議院議員、Ｍ28大
阪商業会議所会頭

『愛媛県史』人物、『土居通夫君
伝』、『衆議院議員党籍録』

堀部徳之亟
（宇和島町） 100 「京徳」醤油製造、「宇和島の御三家」と称された豪商の１つ 『日本全国商工人名録』Ｍ25版、

『伊予の宇和島』
槇本源蔵  

（宇和島町） 100 「鹽源」醤油製造、「宇和島の御三家」と称された豪商の１つ 『日本全国商工人名録』Ｍ25版、
『伊予の宇和島』

西本精三郎
（宇和島町） 70 父の名を襲て満衛と称す、Ｍ30南予薬品株式会社社長 『鬼城自叙伝』、『日本全国諸会社

役員録』Ｍ31

石﨑庄吉 
（宇和島町） 50

1854～1910、「壽印」醤油製造・薬品販売で「宇和島の御三家」と
称された豪商石﨑家の二男、Ｍ20年に分家、舶来雑貨・醤油醸造を
営む、Ｍ23宇和島町会議員（4期連続当選）、Ｍ29～30愛媛県会議員

『愛媛県紳士列伝』1、『波涛百年』、
『伊予の宇和島』、『山村豊次郎
伝』、『海南新聞』、『愛媛県議会史』
２

今西林三郎
（大阪市） 50

1852～1924、国遠村庄屋今西権四郎の子、Ｍ16大阪同盟汽船取扱会
社社長、Ｍ22石炭問屋・綿糸貿易業、Ｍ25山陽鉄道支配人、Ｍ30大
阪商業会議所運輸部長、Ｍ31阪神電鉄取締役、Ｍ40同専務取締役、
Ｔ4.3.25～6.1.25衆議院議員

『愛媛県史』人物、『今西林三郎    
遺文録』上、『阪神電気鉄道八十
年史』、『衆議院議員党籍録』

今西祐常  
（成妙村） 50 1857～1942、国遠村庄屋今西権四郎の子（幹一郎、林三郎の弟）、

Ｍ28渡辺家の養子となる、Ｍ30成妙村長、Ｍ40～44愛媛県会議員
『愛媛県史』人物、『愛媛県議会史』
２

太宰爾策  
（成妙村） 50 1851～1938、豪農、眼科医、Ｍ26～38、Ｍ44～Ｔ15成妙村会議員、

Ｔ14～Ｓ４成妙村長、養子久吉（宇和島石﨑俊器の三男）も眼科医
『愛媛県人物名鑑』３、『伊豫の山
水と人物と事業』、『三間町誌』

堀部彦次郎
（来村） 50

1860～1930、宮下村庄屋で醤油業を営む堀部行篤の二男、Ｍ19～22
愛媛県会議員、Ｍ25.2.15～Ｍ26.12.30衆議院議員、Ｍ31宇和島運輸
社長、Ｔ４宇和島鉄道社長

『愛媛県史』人物、『愛媛県議会史』
１・２、『衆議院議員党籍録』

宮本兎八郎
（宇和島町） 50 清酒醸造 『日本全国商工人名録』Ｍ25版

赤松清
（明治村） 40 不明～1909、小倉村庄屋赤松勝三の二男、12歳で目黒赤松清右衛門

の養子となる、酒造業・製蝋業 『北宇和郡町村誌』４

今西幹一郎
（好藤村） 40

1846～1927、国遠村庄屋今西権四郎の長男、Ｍ17～21、22～25愛媛
県会議員、Ｍ23～30好藤村会議員、Ｍ29.2.29～30.12.25衆議院議員、
Ｍ39～43好藤村長

『愛媛県史』人物、『広見町誌』、
『衆議院議員党籍録』、『海南新聞』

吉良銀次郎
（明治村） 40 1872～1931、豊岡村旧庄屋吉良義路の長男、Ｍ38～44明治村会議員、

Ｍ44～Ｔ4愛媛県会議員、Ｔ11～14明治村会議員
『愛媛県史』人物、『松野町誌』、
『愛媛県議会史』２

河野収蔵
（旭村） 40 1847～1923、Ｍ13～14愛媛県会議員、Ｍ23旭村長、Ｍ23～28旭村会

議員
『愛媛県史』人物、『愛媛県議会史』
1、『広見町誌』

河野通倫 
（好藤村） 40 1846～1928、内深田村庄屋河野内藏之進の長男、Ｍ23好藤村会議員、

Ｍ23～25好藤村長、Ｍ29～40好藤村会議員
『広見町誌』、『北宇和郡町村誌』
５、『愛媛県人物名鑑』３

杉本傳吉 
（明治村） 40 1839～1911、富岡村庄屋杉本傳右衛門の子、Ｍ元富岡村庄屋、Ｍ13

富岡村・上家地村戸長 『宇和島・吉田藩史料集粋』１

竹場好明 
（宇和島町）   40 1845～1923、宇和島藩士西村家に生まれ竹場家の養子となる、Ｍ14

～30南北宇和郡長、Ｍ30～32北宇和郡長 『愛媛県史』人物

二宮巍　
（二名村） 40 1863～不明、三間中間村庄屋二宮致育（致知カ）の長男に生まれる、

農業、蚕種製造業、Ｍ23～33二名村会議員、Ｍ29～30愛媛県会議員
『愛媛県紳士列伝』１、『太宰孫九
伝』、『三間町誌』、   『愛媛県議会
史』２

河野直治郎  
（吉野生村） 30 河野収蔵の弟、酒造業、Ｍ25～27吉野生村長 『伊豫の山水と人物と事業』、『松

野町誌』
竹葉陽造 

（吉野生村） 30 醤油業、晒蝋 『土佐史談』55、『明治前期産業発
達史資料』勧業博覧会資料 131

堀部乙蔵 
（宇和島町） 30 1869～1950、宇和島の御三家と称された豪商堀部徳之亟の弟、Ｍ25

分家、Ｔ10宇和島市会議員 『愛媛県人物名鑑』３

注１．�発起人の株数は起業目論見書に記載されている。鉄道博物館所蔵マイクロフィルム「宇和島鉄道」（Ｄ1-5-18-1）の同書
には「明治廿　年　月　日」と空欄になっているが、愛媛県立図書館所蔵行政資料『鉄軌策道』（Ｍ06-12-6）の同書に
は「明治廿七年六月一日」と記載されている。

注２．�衆議院議員の任期は、明治22年2月11日公布法律第3号「衆議院議員選挙法」第66条に「議員ノ任期ハ四箇年トス」とあり、
全文改正された同33年3月29日公布法律第73号「衆議院議員選挙法」第77条で「議員ノ任期ハ総選挙ノ期日ヨリ四箇年
トス」と起算日が定められた。本表では起算日制定以前の総選挙も便宜的に任期を選挙日から官報に掲載された解散日
までとして記載した。
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あ
る
た
め
、
旧
広
見
町
（
昭
和
三
〇
年
に
近
永
町
（
旧
旭
村
）・
好
藤
村
・
愛
治
村
・
三
島�

村
・
泉
村
が
合
併
）、
旧
三
間
町
（
同
二
九
年
に
三
間
村
・
成
妙
村
・
二
名
村
が
合
併
）、�

現
松
野
町
（
同
三
〇
年
に
松
丸
町
（
旧
明
治
村
）・
吉
野
生
村
が
合
併
）
単
位
で
見
る
と
、�

旧
広
見
町
が
三
二
株
、
旧
三
間
町
が
二
八
株
、
松
野
町
が
約
二
〇
・
三
株
で
、
旧
広
見
町
の�

平
均
株
数
が
多
い
。
特
に
旭
村
の
河
野
収
蔵
（
四
〇
株
）、
好
藤
村
の
今
西
幹
一
郎
（
四
〇�

株
）、
河
野
通
倫
（
四
〇
株
）
が
平
均
株
数
を
押
し
上
げ
て
い
る
。

　
【
表
３
】
は
三
〇
株
以
上
の
発
起
人
二
三
名
に
つ
い
て
、
氏
名
・
株
数
・
経
歴
を
一
覧
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
油
屋
熊
八
（
大
阪
市
）、
玉
井
安
蔵
（
宇
和
島
町
）、
土
居
通
夫
（
大�

阪
市
）、
堀
部
徳
之
亟
（
宇
和
島
町
）、
槇
本
源
蔵
（
宇
和
島
町
）
が
一
〇
〇
株
、
続
い
て�

西
本
精
三
郎
（
宇
和
島
町
）
が
七
〇
株
、
石
﨑
庄
吉
（
宇
和
島
町
）、
今
西
林
三
郎
（
大
阪�

市
、
幹
一
郎
の
弟
）、
今
西
祐
常
（
成
妙
村
、
林
三
郎
の
弟
）、
太
宰
爾
策
（
成
妙
村
）、�

堀
部
彦
次
郎
（
来
村
）、
宮
本
兎
八
郎
（
宇
和
島
町
）
が
五
〇
株
と
な
っ
て
い
る
。
大
阪
市�

の
土
居
、
今
西
、
油
屋
に
発
起
人
を
依
頼
し
た
の
は
、
資
金
力
と
幅
広
い
人
脈
に
期
待
し
た�

の
だ
ろ
う
。
出
自
に
注
目
す
る
と
玉
井
安
蔵
、
今
西
兄
弟
、
堀
部
彦
次
郎
、
赤
松
清
、
吉
良�

銀
次
郎
、
河
野
通
倫
、
杉
本
傅
吉
、
二
宮
巍
を
中
心
と
す
る
宇
和
島
周
辺
の
旧
庄
屋
層
と
、�

堀
部
徳
之
亟
、
槇
本
源
蔵
、
西
本
精
三
郎
、
石
﨑
庄
吉
、
宮
本
兎
八
郎
、
堀
部
乙
藏
を
中
心�

と
す
る
宇
和
島
の
商
人
層
に
大
別
で
き
る
。
槇
本
（
醤
油
業
）、
堀
部
（
醤
油
業
）、
石
﨑�

（
醤
油
・
薬
品
販
売
業
）
は
「
宇
和
島
の
御
三
家（
（4
（

」
と
称
さ
れ
た
豪
商
で
、
堀
部
徳
之
亟
と�

槇
本
源
蔵
は
本
家
、
堀
部
乙
藏
と
石
崎
庄
吉
は
分
家
に
あ
た
る
。

　

発
起
人
に
共
通
す
る
の
は
、
衆
議
院
議
員
、
県
会
議
員
、
村
長
、
町
村
会
議
員
な
ど
公
職

経
験
者
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
明
治
二
七
年
六
月
の
出
願
時
に
は
堀
部
彦
次
郎
（
自
由
党
）、

土
居
通
夫
（
無
所
属
）、
玉
井
安
蔵
（
自
由
党
）
が
衆
議
院
議
員
経
験
者
で
、
今
西
幹
一
郎

と
河
野
収
蔵
は
県
会
議
員
経
験
者
で
あ
っ
た（
（4
（

。
周
囲
か
ら
は
政
治
家
と
し
て
の
信
頼
も
得
て

い
た
た
め
だ
ろ
う
。
次
章
で
後
述
す
る
通
り
同
二
九
年
一
月
二
〇
日
に
仮
免
状
が
下
付
さ
れ

る
が
、
翌
月
に
は
今
西
幹
一
郎
（
自
由
党
）
が
末
廣
重
恭
の
死
去
に
と
も
な
う
衆
議
院
議
員

補
欠
選
挙
に
当
選
、続
い
て
三
月
に
は
石
﨑
庄
吉
と
二
宮
巍
が
県
会
議
員
に
当
選
し
て
い
る（
（4
（

。

政
党
色
が
表
れ
る
衆
議
院
議
員
や
県
会
議
員
を
見
る
と
、
宇
和
島
鉄
道
の
場
合
は
発
起
者
に

自
由
党
系
の
議
員
が
多
い
こ
と
も
特
徴
と
言
え
る
。

第
二
章
　
鉄
道
会
議
の
答
申
と
仮
免
状
の
下
付

　

今
西
幹
一
郎
か
ら
の
出
願
を
受
け
て
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
七
月
に
逓
信
省
は
鉄
道�

会
議
へ
仮
免
状
の
下
付
に
つ
い
て
諮
詢
の
起
案
を
し
て
い
る（
（5
（

。
鉄
道
会
議
は
明
治
二
五
年
の�

「
鉄
道
敷
設
法（
（5
（

」
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
政
府
の
諮
問
機
関
で
、
鉄
道
敷
設
の
順
序
や
鉄
道

公
債
の
発
行
に
つ
い
て
答
申
し
た
。
逓
信
省
鉄
道
局
に
よ
る
事
前
の
調
査
で
は
、【
表
４
】

の
と
お
り
建
設
費
を
約
七
五
万
円
、
収
入
を
約
一
万
一
〇
〇
〇
円
と
試
算
し
て
い
る
。
起
業

目
論
見
書
と
比
較
す
る
と
建
設
費
は
約
三
倍
、
収
入
は
三
分
の
一
以
下
で
あ
っ
た
。
同
局
は

大
差
を
認
め
つ
つ
も
、「
起
業
ノ
大
体
ニ
於
テ
不
都
合
ナ
キ（
（5
（

」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
①
政
府
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
一
〇
六
七
㍉
に
改
軌
す
る
こ
と
、
期
限
内
に

改
軌
で
き
な
い
場
合
は
政
府
が
並
行
線
を
敷
設
し
て
も
拒
否
で
き
な
い
こ
と
、
②
仮
免
状
の

下
付
か
ら
一
年
以
内
に
本
免
状
を
申
請
し
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
、
の
二
条
件
を

付
け
て
仮
免
状
の
下
付
を
諮
問
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
明
治
二
八
年
九
月
三
日
に�

鉄
道
会
議
は
答
申
し
て
い
る（
（5
（

。
ま
ず
鉄
道
局�

の
調
査
と
起
業
目
論
見
書
の
大
差
に
つ
い
て
、�

同
局
の
建
設
費
は
普
通
鉄
道
並
み
で
あ
り
、�

収
入
も
輸
送
需
要
が
少
な
い
現
況
を
基
準
に�

算
出
し
て
い
る
が
、
同
書
の
建
設
費
は
松
山�

周
辺
の
軽
便
鉄
道
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
、�

収
入
も
開
通
後
の
輸
送
需
要
を
見
込
み
算
出�

し
て
い
る
た
め
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。�

そ
の
上
で
宇
和
島
～
吉
野
生
線
は
宇
和
島
～�

中
村
線
の
一
部
分
を
な
し
、
四
国
の
西
部
に�

お
い
て
将
来
必
要
な
交
通
路
に
な
る
可
能
性�

も
あ
る
た
め
、
軽
便
鉄
道
と
し
て
許
可
す
る�

場
合
は
改
軌
を
条
件
に
付
す
こ
と
が
必
要
と�

指
摘
し
て
い
る
。
鉄
道
事
業
の
収
益
を
考
慮�

【表４】鉄道局の調査と起業目論見書の比較
鉄道局（Ａ） 目論見書（Ｂ） Ａ/Ｂ

建設費 750,386円 260,000円 2.89 
乗客収入   9  ,045円 23,032円23銭 0.39 
貨物収入     2,220円 15,067円20銭 0.15 
収入合計  11,265円 38,099円43銭 0.30 
営業費   7  ,803円 13,162円27銭5厘 0.59 
益金   3  ,462円 24,937円15銭5厘 0.14 

益金/建設費 0.0046  0.0959  0.05 
注１．�鉄道博物館所蔵マイクロフィルム「宇和島鉄道」（Ｄ1-5-

18-1）より作成。
注２．�原資料では起業目論見書の益金/建設費を0.9969と記載し

ているが、誤記と思われるため0.0959に訂正した。
注３．Ａ/Ｂは少数第三位を四捨五入した。
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す
る
な
ら
ば
精
密
な
再
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、「
利
益
ノ
率
如
何
ハ
措
テ
問
ハ
ス
、
損
益

ハ
出
願
者
自
ラ
最
モ
深
ク
意
ヲ
注
ク
ヘ
キ
モ
ノ（
（5
（

」
で
あ
る
と
し
て
、
最
終
的
に
は
条
件
①
の

後
段
を
削
除
し
て
仮
免
状
の
下
付
を
答
申
し
て
い
る
。

　

鉄
道
局
の
調
査
と
起
業
目
論
見
書
に
大
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
出
願
者
が
算
出
し
た

建
設
費
や
収
支
計
画
が
不
十
分
な
た
め
、
着
工
し
て
も
竣
功
で
き
な
い
か
、
竣
功
で
き
て
も

経
営
難
に
陥
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
鉄
道
局
や
鉄
道
会
議
で
は

そ
の
よ
う
な
視
点
で
申
請
路
線
の
是
非
を
検
討
し
て
い
な
い
。
建
設
費
や
収
支
計
画
は
あ
く

ま
で
起
業
者
側
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
仮
免
状
の
下
付
に
あ
た
っ
て
は

申
請
路
線
が
そ
の
地
域
に
お
け
る
将
来
の
主
要
線
路
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う

こ
と
が
最
も
重
要
な
審
査
基
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

明
治
二
八
年
一
二
月
二
七
日
に
逓
信
省
は
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
の
設
立
と
軽
便
鉄
道
の

敷
設
に
つ
い
て
仮
免
状
の
下
付
を
閣
議
請
議
し
た（
（5
（

。
こ
の
際
の
起
案
に
は
「
軌
道
幅
員
ニ
関

ス
ル
条
件
ハ
仮
免
状
下
付
ノ
際
、
別
ニ
命
令
書
案
ヲ
具
シ
可
相
伺
候
也（
（5
（

」
と
付
箋
が
あ
り
、

条
件
①
の
前
段
は
仮
免
状
に
記
載
せ
ず
、
逓
信
大
臣
か
ら
の
命
令
書
と
し
て
下
付
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
、【
表
４
】
を
記
載
し
た
資
料
に
は
「
以
下
内
閣
ヘ
送
付
ヲ
要
セ
ズ（
（5
（

」
と

付
箋
が
あ
り
、
逓
信
省
は
閣
議
で
鉄
道
局
の
調
査
と
起
業
目
論
見
書
に
大
差
が
あ
る
こ
と
が

議
論
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
閣
議
に
提
出
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
翌
年
一
月

二
〇
日
に
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
閣
議
決
定
の
通
知
を
受
け
る
と
、
同
月
二
五
日
に
逓
信
省
は

発
起
人
へ
仮
免
状
と
命
令
書
を
次
の
よ
う
に
下
付
し
て
い
る（
（5
（

。　

　

第
五
十
六
号

　
　
　

仮
免
状　
　
　
　
　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
発
起
人　

玉
井
安
蔵
外
八
十
六
名

　

右
出
願
ニ
係
ル
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
ノ
発
起
ヲ
認
可
シ
、
愛
媛
県
北
宇
和
郡
宇
和
島
町

　

ヨ
リ
仝
郡
吉
野
生
村
ニ
至
ル
鉄
道
敷
設
ノ
為
メ
仝
線
路
ヲ
実
地
測
量
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
可
ス
、

　
　

但
此
仮
免
状
下
付
ノ
日
ヨ
リ
起
算
シ
満
十
二
箇
月
以
内
ニ
商
法
第
百
六
十
六
条
及
ヒ
私

　
　

設
鉄
道
条
例
第
三
条
ノ
図
面
書
類
ヲ
添
ヘ
免
許
状
ノ
下
付
ヲ
申
請
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
此

　
　

仮
免
状
ハ
無
効
タ
ル
ヘ
シ
、

　
　
　

明
治
二
十
九
年
一
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

逓
信
大
臣　

白
根
専
一　

㊞（
（5
（

　

鉄
第
六
九
号　
　

　
　
　

命
令
書　
　
　
　
　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
発
起
人　

玉
井
安
蔵
外
八
十
六
名　
　

　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
ノ
発
起
及
ヒ
鉄
道
敷
設
仮
免
状
下
付
候
ニ
付
テ
ハ
其
軌
道
幅
員
ハ

　

将
来
政
府
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
場
合
ニ
ハ
相
当
ノ
期
限
ヲ
定
メ
制
規
ノ
幅
員
三
呎
六
吋

　

ニ
改
築
セ
シ
ム
ヘ
シ
、

　
　
　

明
治
二
十
九
年
一
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

逓
信
大
臣　

白
根
専
一（
（6
（

　

明
治
二
九
年
一
月
二
五
日
に
逓
信
省
か
ら
こ
れ
ら
の
下
付
と
請
書
の
徴
取
を
命
じ
ら
れ
た

愛
媛
県（
（6
（

は
、
翌
月
二
二
日
に
発
起
人
総
代
玉
井
安
蔵
が
同
月
四
日
に
署
名
し
た
請
書
を
進
達

し
て
い
る（
（6
（

。
な
お
、
仮
免
状
が
下
付
さ
れ
る
直
前
の
明
治
二
八
年
一
二
月
に
玉
井
安
蔵
た
ち

発
起
人
総
代
七
名
は
愛
媛
県
へ
同
月
二
五
日
か
ら
の
実
地
測
量
を
申
請
し
て
、
同
月
一
八
日

に
土
地
収
用
法
第
七
条
（
工
事
認
定
前
測
量
）
に
よ
り
認
可
さ
れ
た（
（6
（

。
翌
年
一
月
一
二
日
付

『
海
南
新
聞
』
に
は
「
宇
和
島
よ
り
吉
野
生
村
に
通
ず
る
鉄
道
線
路
は
、
客
年
十
二
月
よ
り

鉄
道
技
師
野
澤
房
敬
（
中
略
）
頻
り
に
測
量
中
な
る
が
、
此
間
に
は
或
は
渓
谷
あ
り
、
或
は

峻
岳
あ
り
、
原
野
あ
り
、
河
流
あ
り
、
人
家
あ
り
て
、
其
実
測
中
々
困
難
を
感
ず
る
事
多
し

と
云
ふ
」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
仮
免
状
が
下
付
さ
れ
る
直
前
か
ら
山
陽
鉄
道
の
技
師
野
澤

房
敬（
（6
（

が
実
地
測
量
を
行
い
、
困
難
さ
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

明
治
二
九
年
二
～
四
月
に
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
創
立
事
務
所
は
、
発
起
株
と
賛
成
株
を

受
け
付
け
た（
（6
（

。
発
起
株
は
当
初
【
表
１
】
で
見
た
通
り
八
七
名
、
二
一
二
六
株
で
あ
っ
た
が
、

最
終
的
に
は
【
表
５
】
の
通
り
八
六
名
、
二
一
五
一
株
と
な
っ
た
。
し
か
し
、【
図
１
・
２
】

と
【
図
４
・
５
】
を
比
較
し
て
も
特
徴
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
宇
和
島
町
の
株
主
が
人
数
、

株
数
で
多
数
を
占
め
る
が
、
大
半
が
一
〇
株
で
同
町
の
平
均
株
数
は
全
体
平
均
を
下
回
っ
て

い
る
。
起
業
の
趣
旨
に
賛
同
し
た
賛
成
株
は
【
表
６
】
の
通
り
四
〇
七
名
、
三
〇
四
九
株
で
、

発
起
株
と
合
計
す
る
と
四
九
三
名
、
五
二
〇
〇
株
。
居
住
地
別
の
人
数
は
【
図
６
】
の
通
り

宇
和
島
町
が
二
二
％
、
泉
村
が
一
二
％
、
好
藤
村
と
愛
治
村
が
一
〇
％
で
、
宇
和
島
町
が
多

い
が
発
起
株
の
よ
う
な
大
差
は
な
く
、
周
辺
各
村
か
ら
も
あ
る
程
度
の
株
主
を
得
て
い
る
。

居
住
地
別
の
株
数
は
【
図
７
】
の
通
り
県
内
二
二
町
村
が
六
五
％
、
県
外
五
府
県
が
三
五
％

で
、
県
内
で
は
宇
和
島
町
が
三
一
％
、
好
藤
村
が
五
％
を
占
め
て
い
る
。
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賛
成
株
の
県
外
株
主
を
見
る
と
、
旧
宇
和
島
藩
主
の
伊
達
宗
徳
（
二
〇
〇
株
）、
同
家
家

令
の
西
園
寺
公
成（
（6
（

（
第
一
国
立
銀
行
取
締
役
、
二
五
株
）、
大
阪
商
業
会
議
所
特
別
会
員
の

菊
池
恭
三（
（6
（

と
株
式
会
社
朝
日
商
社
監
査
役
の
兵
頭
昌
隆（
（6
（

（
各
五
〇
株
）、
大
阪
株
式
取
引
所

関
係
者
の
小
川
平
助
な
ど
一
六
名（
（6
（

、
大
阪
商
業
会
議
所
会
員
の
藤
本
一
二（
（7
（

、
大
阪
絲
綿
木
綿

取
引
所
仲
買
人
の
濱
﨑
伊
七（
（7
（

、
大
阪
堂
島
米
穀
取
引
所
仲
買
人
の
北
野
平
兵
衛（
（7
（

（
各
二
〇
株
）

な
ど
が
い
る
。
特
に
大
阪
の
株
主
は
土
居
通
夫
、
今
西
林
三
郎
、
油
屋
熊
八
と
接
点
の
あ
る

者
が
多
く
、
彼
ら
の
勧
誘
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
県
内
株
主
の
内
、
宇
和
島
町
を
見
て
み
よ
う
。
前
章
で
述
べ
た
「
宇
和
島
の
御
三
家
」�

の
一
つ
豪
商
の
石
﨑
俊
器（
（7
（

（
通
字
は
「
忠
八
」、
五
〇
株
）、
呉
服
商
の
上
田
種
太
郎（
（7
（

（
三�

〇
株
）、
煙
草
商
の
居
村
繁
治
郎（
（7
（

（
二
一
株
）、
回
漕
・
肥
料
商
の
神
森
真
一（
（7
（

（
二
〇
株
）、�

米
穀
・
煙
草
商
の
松
本
喜
平（
（7
（

、
古
着
商
の
三
好
千
太
郎（
（7
（

（
各
一
五
株
）、
船
具
商
の
法
野
千�

太
郎（
（7
（

（
一
二
株
）、
麻
苧
・
金
物
商
の
堀
部
信
三
郎（
（8
（

、
海
産
物
商
の
高
岡
彦
十
郎（
（8
（

、
清
酒
・�

醤
油
醸
造
業
の
山
口
友
吉（
（8
（

、
金
物
・
材
木
商
の
巳
原
国
太
郎（
（8
（

、
紡
績
砂
糖
商
の
三
原
森
太
郎（
（8
（

、�

宇
和
島
運
輸
株
式
会
社
頭
取
の
末
廣
助
六（
（8
（

、
同�

社
取
締
役
の
松
廣
源
太
郎（
（8
（

及
び
同
社
監
査
役
の�

槇
本
和
三
郎（
（8
（

（
各
一
〇
株
）
な
ど
商
人
・
実
業

家
層
を
中
心
に
、
南
北
宇
和
郡
長
の
竹
場
好
明（
（8
（

�

（
三
〇
株
）と
同
郡
書
記
の
久
野
之
知（
（8
（

（
一
〇�

株
）、
第
二
〇
国
立
銀
行
取
締
役
の
川
杉
義
方（
（9
（

�

（
二
五
株
）
と
同
桑
折
城
方（
（9
（

（
伊
達
家
家
扶
、�

一
〇
株
）、
宇
和
島
銀
行
取
締
役
の
橋
本
武
成（
（9
（

�

（
一
〇
株
）
な
ど
地
元
士
族
の
名
前
も
見
え
る
。�

【
図
８
】
は
宇
和
島
町
と
周
辺
各
村
に
つ
い
て

株
数
別
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
辺

各
村
と
比
較
す
る
と
、
同
町
で
は
一
〇
株
以
上

の
株
主
が
半
数
を
超
え
て
い
る
。
特
に
一
〇
～

二
九
株
の
割
合
が
多
く
、
同
町
の
平
均
株
数
を

押
し
上
げ
て
い
る
。

注１. 愛媛県立図書館所蔵行政資料『鉄軌策道』（Ｍ06-12-6）より作成。
注２. 平均株数は少数第1位を四捨五入した。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

愛治村
旭村

明治村
二名村
好藤村

宇和島町

50株以上 40株以上 30株以上 20株以上 10株以上 10株未満

【図８】宇和島町と周辺各村の株数割合（％）

市町村 人数（人）株数（株）平均株数（株）

人数（人）株数（株）平均株数（株）

宇和島町 49 1061 22
明治村 12 225 19
三間村 5 100 20
大阪市 3 250 83
二名村 3 80 27
吉野生村 3 85 28
旭　村 2 60 30
成妙村 2 100 50
丸穂村 2 25 13
好藤村 2 80 40
泉村 1 20 20
  来　村　 1 50 50
八幡村 1 15 15
合　計 86 2151 25

注１. 愛媛県立図書館所蔵行政資料『鉄軌策道』（M06-12-6）より作成。注２. 平均株数は少数第 1位を四捨五入した。注３. 図は合計 100％となるよう端数処理した。　

府県・町村
 宇和島町 89 954 11
泉　村 48 91 2
好藤村 43 157 4
愛治村 42 110 3
吉野生村 36 88 2
明治村 32 118 4
二名村 27 126 5
旭　村 15 116 8
三間村 12 84 7

外県内13町村 28 138 5
県外5府県 35 1067 30
合　計 407 3049 7

注１. 愛媛県立図書館所蔵行政資料『鉄軌策道』（M06-12-6）より作成。注２. 平均株数は少数第 1位を四捨五入した。注３. 図は合計 100％となるよう端数処理した。

宇和島町

57

明治村

14

三間村 6

大阪市 4

二名村 3

吉野生村 3

外県内7村 13

宇和島町

49

大阪市 12

明治村 11

成妙村 5

三間村 5

吉野生村 4

二名村 4

好藤村 4

外県内5村 8

宇和島町 22

泉村 12

好藤村
10愛治村

10
吉野生村

9

明治村
8

二名村
7

旭村 4
三間村 3

外県内13町村
7

県外5府県 8

宇和島町 31

好藤村 5
二名村 4
明治村 4

旭村 4
愛治村 4

泉村 3
吉野生村 3
三間村 3

外県内13町村 5

大阪府 22

東京府 8
兵庫県 4

外県外1府1県 1
県内 6県外 35 5

【表５】発起株の地域別人数と株数

【表６】賛成株の地域別人数と株数

【図４】発起株の居住地別内訳（％） 【図５】発起株の居住地別内訳（％）

【図６】賛成株の居住地別人数（％） 【図７】賛成株の居住地別株数（％）
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明
治
二
九
年
四
月
二
〇
日
に
宇
和
島
町
の
公
会
堂
で
創
業
総
会
が
開
催
さ
れ
、
三
六
五
名�

の
株
主
（
約
七
四
％
、
三
四
八
九
株
）
が
参
加
し
た
。
玉
井
安
蔵
が
議
長
に
選
任
さ
れ
て
、

定
款
の
審
議
で
は
役
員
の
人
数
や
資
格
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
今
井
臥
雲
は
評
議
員

を
二
〇
名
に
、
赤
松
泰
苞
は
取
締
役
を
七
名
、
監
査
役
を
三
名
に
減
じ
、
各
三
〇
株
以
上
、

二
〇
株
以
上
に
、
坂
義
三
は
取
締
役
を
五
名
、
監
査
役
を
二
名
に
減
じ
、
各
四
〇
株
以
上
、

二
〇
株
以
上
に
す
る
よ
う
意
見
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
玉
置
金
治
郎
が
「
吾
地
方
ニ
取

リ
テ
ハ
頗
ル
大
事
業
、
且
大
坂
地
方
ヨ
リ
モ
二
名
位
ノ
取
締
役
ヲ
挙
ケ
タ
キ
精
心
ナ
レ
ハ
、

旁
斟
酌
シ
テ
斯
ク
シ
タ
ル
訳
ナ
リ
」
と
原
案
の
説
明
を
行
い
、
今
井
の
意
見
が
可
決
さ
れ
た（
（12
（

。�

発
起
人
は
少
数
の
大
株
主
に
よ
る
経
営
権
の
掌
握
を
避
け
つ
つ
、
株
式
の
募
集
に
周
旋
し
た

大
阪
の
地
元
出
身
者
に
配
慮
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

定
款
の
原
案
が
仮
定
款
（
取
締
役
は
七
名
で
二
〇
株
以
上
、
監
査
役
は
三
名
で
一
般
株
主
、

評
議
員
は
一
〇
名
で
一
〇
株
以
上
）
で
な
か
っ
た
こ
と
は
赤
松
の
意
見
か
ら
間
違
い
な
い
。

原
案
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
総
会
終
了
後
に
株
主
へ
送
っ
た
決
定
要
領
に
添
付
の
定
款
が

あ
る（
（12
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
取
締
役
は
九
名
で
二
〇
株
以
上
、
監
査
役
は
五
名
で
一
〇
株
以
上
、

評
議
員
は
二
〇
名
で
一
〇
株
以
上
、
任
期
は
各
二
年
と
な
っ
て
い
る
。
原
案
で
は
評
議
員
を

一
〇
名
に
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
井
の
意
見
は
評
議
員
を
増
加
さ
せ
る
も
の
だ
が
、

赤
松
や
坂
の
意
見
は
取
締
役
と
監
査
役
を
減
少
さ
せ
て
株
数
の
資
格
を
高
く
す
る
も
の
で
、

発
起
人
の
真
意
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
玉
置
の
説
明
を
聞
い
た
株
主
は
、
今
井

の
意
見
を
可
決
し
、
赤
松
や
坂
の
意
見
を
否
決
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

取
締
役
は
今
井
の
提
案
で
指
名
委
員
一
〇
名
が
候
補
者
を
決
定
し
た
。
そ
こ
で
、
議
長
は

河
野
直
治
郎
、
杉
本
傅
吉
、
高
田
泰
蔵
、
岡
田
宇
三
郎
、
兵
頭
朋
治
、
今
松
佐
一
郎
、
土
居

惣
太
郎
、
今
井
昭
徳
、
長
瀧
嘉
三
郎
、
今
井
臥
雲
を
同
委
員
に
任
じ
て
、
土
居
通
夫
、
今
西

林
三
郎
、
玉
井
安
蔵
、
堀
部
彦
次
郎
、
今
西
幹
一
郎
、
河
野
収
蔵
、
芝
久
六
、
玉
置
金
治
郎
、

高
畠
秋
松
の
九
名
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
。
監
査
役
も
赤
松
の
提
案
で
指
名
委
員
五
名
が

候
補
者
を
決
定
し
た
。
そ
こ
で
、
議
長
は
兵
頭
朋
治
、
高
山
房
正
、
三
好
季
如
、
玉
置
金
治

郎
、
佐
々
木
高
義
を
同
委
員
に
任
じ
て
、
清
水
新
三
、
今
井
昭
徳
、
石
﨑
庄
吉
、
河
野
直
治

郎
、
土
居
惣
太
郎
の
五
名
が
監
査
役
に
選
出
さ
れ
た
。
評
議
員
の
選
出
に
つ
い
て
は
兵
頭
の

提
案
で
取
締
役
と
監
査
役
に
一
任
さ
れ
、
経
営
陣
の
体
制
が
ほ
ぼ
整
っ
た（
（12
（

。

　

次
に
県
内
株
主
の
内
、
周
辺
各
村
を
見
て
み
よ
う
。
二
名
村
大
内
の
太
宰
文
治
郎（
（9
（

、
明
治�

村
松
丸
の
芝
悌
吉（
（9
（

（
各
三
五
株
）、
愛
治
村
西
野
々
の
清
家
與
十
郎（
（9
（

（
二
〇
株
）、
好
藤
村�

吉
波
の
青
木
正
穀（
（9
（

（
一
一
株
）、
同
村
清
延
の
山
﨑
満（
（9
（

、
高
光
村
高
串
の
土
居
惣
太
郎（
（9
（

、
同�

村
光
満
の
赤
松
新
吉（
（9
（

、
下
灘
村
の
赤
松
泰
苞（
（10
（

（
各
一
〇
株
）
な
ど
旧
庄
屋
層
に
加
え
、
内
海�

村
（
現
愛
南
町
）
の
浦
和
盛
馬（
（10
（

（
浦
和
銀
行
頭
取
、
二
〇
株
）、
好
藤
村
の
管
武
市（
（10
（

（
清
酒�

醸
造
業
）、
同
村
の
兵
頭
朋
治（
（10
（

（
旭
製
絲
株
式
会
社
取
締
役
）、
岩
松
村
（
現
宇
和
島
市
）�

の
小
西
荘
三
郎（
（10
（

（
清
酒
醸
造
・
製
蝋
業
、
各
一
〇
株
）
な
ど
商
人
・
実
業
家
層
が
多
く
の
株�

を
所
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
周
辺
各
村
の
状
況
は
【
図
８
】
の
通
り
で
、
彼
ら
が
中
心
と�

は
言
え
な
い
。
周
辺
各
村
の
大
多
数
は
一
〇
株
未
満
の
小
株
主
で
、
そ
の
割
合
は
愛
治
村
で�

九
割
に
達
し
て
い
る
。
好
藤
、
二
名
、
明
治
村
も
八
割
以
上
、
旭
村
で
も
六
割
に
達
し
て
、�

平
均
株
数
は
い
ず
れ
も
一
桁
と
な
っ
て
い
る
。

　

賛
成
株
の
県
内
株
主
も
発
起
人
と
同
様
に
公
職
経
験
者
が
多
い
。
宇
和
島
町
の
株
主
で
は

神
森
真
一
、
松
廣
源
太
郎
、
槇
本
和
三
郎
、
橋
本
武
成
が
明
治
二
三
年
の
第
一
回
町
会
議
員

当
選
者
で
、
居
村
繁
治
郎
も
同
二
七
年
の
補
欠
当
選
者
で
あ
る（
（10
（

。
ま
た
、
後
年
松
本
喜
平
、

高
岡
彦
十
郎
も
町
会
議
員
と
な
っ
て
い
る（
（10
（

。
周
辺
各
村
の
株
主
で
は
青
木
正
穀
が
明
治
一
九

年
に
県
会
議
員（
（10
（

、
小
西
荘
三
郎
が
同
二
五
年
に
県
会
議
員（
（10
（

、
赤
松
泰
苞
が
明
治
二
三
年
に
初

代
畑
地
村
長
、
同
二
九
年
に
県
会
議
員（
（10
（

、
土
居
惣
太
郎
が
明
治
二
三
年
に
高
光
村
初
代
村
長（
（11
（

、

赤
松
新
吉
が
同
村
初
代
助
役（
（11
（

、
清
家
與
十
郎
が
同
二
七
年
に
愛
治
村
長（
（11
（

、
菅
武
市
が
同
四
三

年
に
好
藤
村
長
、
続
い
て
山
﨑
満
が
翌
年
に
同
村
長（
（11
（

と
な
っ
て
い
る
。

　

賛
成
人
に
は
発
起
人
の
家
族
も
多
い
。
玉
井
安
蔵
の
四
女
ア
サ
ヲ
（
宇
和
島
町
、
一
〇
二�

株
）、
養
子
の
卓
一
（
愛
治
村
、
三
一
株
）、
孫
の
義
一（
（11
（

（
同
、
一
〇
株
）、
今
西
林
三
郎�

の
長
女
タ
ミ
子（
（11
（

（
大
阪
市
、
五
〇
株
）、
堀
部
彦
次
郎
の
妻
タ
ツ（
（11
（

）（
宇
和
島
町
、
三
五
株
）、

河
野
収
蔵
の
長
男
守
次
郎（
（11
（

（
旭
村
、
一
〇
株
）
と
家
族
マ
キ
（
旭
村
、
三
五
株
）、
今
西
幹�

一
郎
の
家
族
サ
ト（
（11
（

（
好
藤
村
、
三
〇
株
）
と
サ
タ
エ
（
同
、
二
一
株
）、
高
畠
秋
松
の
長
男�

欣
之
助（
（11
（

（
宇
和
島
町
、
二
二
株
）
、
石
﨑
庄
吉
の
家
族
キ
ワ（
（12
（

（
同
、
一
七
株
）
、
二
宮
巍
の

長
男
純
一（
（12
（

（
二
名
村
、
一
六
株
）
な
ど
が
株
主
と
な
っ
て
い
る
。
玉
井
ア
サ
ヲ
、
玉
井
義
一
、

今
西
タ
ミ
子
、
高
畠
欣
之
助
、
二
宮
純
一
は
ま
だ
一
〇
歳
代
前
半
で
あ
る
。
発
起
人
が
家
族

名
義
で
株
式
を
分
散
し
て
購
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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第
三
章
　
本
免
状
の
下
付
と
敷
設
工
事
の
難
航

　

明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
四
月
二
〇
日
に
創
業
総
会
を
終
え
、
発
起
人
た
ち
は
本
免
状

の
出
願
に
向
け
て
起
業
目
論
見
書
、
定
款
、
株
式
申
込
書
、
線
路
図
な
ど
の
書
類
を
早
急
に

整
え
た
。
そ
し
て
、
創
業
総
会
か
ら
僅
か
七
日
後
の
同
月
二
七
日
に
愛
媛
県
を
通
じ
て
逓
信

省
へ
次
の
よ
う
な
願
書
を
提
出
し
た
。
願
書
に
は
先
の
書
類
な
ど
と
と
も
に
、
創
業
総
会
の

議
事
録
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。

　　
　
　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
設
立
並
ニ
鉄
道
布
設
御
免
許
願

　

当
社
創
業
総
会
明
治
二
十
九
年
四
月
二
十
日
相
開
キ
諸
般
ノ
事
項
ヲ
議
定
シ
、
取
締
役
及

　

監
査
役
ノ
撰
挙
終
リ
タ
ル
ニ
付
、
会
社
設
立
並
ニ
鉄
道
布
設
ノ
御
免
許
被
成
下
度
、
別
紙

　

起
業
目
論
見
書
ニ
定
款
、
株
式
申
込
書
簿
、
線
路
図
面
、
工
事
方
法
書
、
建
設
費
予
算
表

　

及
発
起
認
可
証
等
相
添
、
此
段
奉
願
候
也
、

　
　
　

明
治
二
十
九
年
四
月
廿
七
日　

愛
媛
県
北
宇
和
郡
宇
和
島
町
大
字
桜
町
二
番
戸

　
　
　

逓
信
大
臣　

白
根
専
一
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉
井　

安
蔵
（
外
八
五
名
略（
（12
（

）

　

仮
免
状
の
出
願
時
と
比
較
す
る
と
、
起
業
目
論
見
書
で
は
会
社
の
位
置
を
宇
和
島
町
大
字�

横
新
町
三
八
番
戸
と
具
体
的
に
記
載
し
、
宇
和
島
町
～
吉
野
生
村
間
を
一
四
哩マ
イ
ル五
〇
鎖
チ
ェ
ー
ン（
約�

二
三
・
五
㌖
）
か
ら
一
五
哩マ
イ
ル四
〇
鎖
チ
ェ
ー
ン（
約
二
四
・
九
㌖
）
に
訂
正
し
て
い
る
。
ま
た
、
敷
設�

費
に
つ
い
て
【
表
７
】
の
通
り
隧
道
費
を
一
万
四
八
五
〇
円
に
半
減
す
る
一
方
、
橋
梁
費
・�

カ
ル
バ
ー
ト
費
を
六
二
四
〇
円
、
軌
道
費
を
四
四
六
〇
円
、
土
工
費
を
四
一
一
六
円
、
用
地�

費
を
三
六
三
四
円
増
額
し
て
い
る
。
収
支
の
内
訳
も
【
表
８
】
の
通
り
収
入
を
約
一
七
〇
〇�

円
増
額
さ
せ（
（12
（

、
明
治
二
七
年
四
月
八
日
付
『
宇
和
島
新
聞
』
の
記
事
と
同
額
に
な
っ
て
い
る
。�

次
に
定
款
を
見
る
と
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
取
締
役
を
九
名
（
二
〇
株
以
上
、
内
三
名
専
務�

取
締
役
（
内
一
名
社
長
））、
監
査
役
を
五
名
（
一
般
株
主
）、
評
議
員
を
二
〇
名
（
一
〇�

株
以
上
）
に
増
員
し
て
い
る
が
、
監
査
役
の
資
格
に
つ
い
て
は
「（
前
略
）
監
査
役
ハ
拾
株�

以
上
ヲ
所
有
ス
ル
株
主
中
ヨ
リ
臨
時
総
会
ニ
於
テ
之
ヲ
撰
挙
ス（
（12
（

」
と
朱
線
と
今
西
の
訂
正
印�

が
押
印
さ
れ
て
お
り
、
願
書
の
提
出
前
後
で
変
更
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【表８】起業目論見書における収入・支出・益金（円）

年月日 収入 支出 益金
明治27年４月８日
（宇和島新聞掲載時） 39,792.300 13,162.275  26,630.025 

明治27年６月１日
（仮免状出願時） 38,099.430 13,162.275  24,937.155 

明治29年４月27日
（本免状出願時） 39,792.300 13,162.275  26,630.025 

【表７】
注１．�愛媛県立図書館所蔵行政資料『鉄軌索道』（M06-12-6）

から作成。
注２．�橋梁費とカルバート費について仮免状出願時は合算

し、本免状出願時は仕訳しているため、本表では合
算した。

注３．�仮免状出願時の電話機費を本免状出願時は電線費と
しているため、本表では後者の表記とした。

注４．�仮免状出願時の測量・工事監督費・創業費を本免状
出願時は測量・監督費としているため、本表では後
者の表記とした。

【表８】
注．�愛媛県立図書館所蔵マイクロフィルム『宇和島新聞』、
同館所蔵行政資料『鉄軌索道』（M06-12-6）、鉄道博物
館所蔵マイクロフィルム「宇和島鉄道」（Ｄ1-5-18-1）か
ら作成。

【表７】仮・本免状出願時における敷設費の内訳（円）

項　目 仮免時
（Ａ）

本免時
（Ｂ） Ｂ－Ａ

用地費 30,100 33,734  3,634 

土工費 71,120 75,236  4,116 

橋梁費・カルバート費 24,800 31,040 6,240 

隧道費 29,700 14,850 −14,850 

伏樋費 3,625  3,875  250 

軌道費 44,265  48,725  4,460 

停車場費 7,500 7,500 0 

車両費 27,950 27,950 0 

建物費 2,250 2,250 0 

電線費 1,300 1,550 250 

測量・監督費 5,000 5,000 0 

運送費 3,000 3,000 0 

予備費 9,390 5,290 −4,100 

合　計 260,000 260,000 0 
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本
免
状
の
出
願
を
受
け
た
逓
信
省
は
、
線
路
図
、
工
事
方
法
、
予
算
、
定
款
な
ど
の
確
認

を
行
い
、
出
願
内
容
を
妥
当
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
〇
年
三
月
五
日
に
逓
信
大
臣

野
村
靖
は
内
閣
総
理
大
臣
松
方
正
義
に
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
の
設
立
と
軽
便
鉄
道
の
敷
設

に
つ
い
て
本
免
状
の
下
付
を
次
の
よ
う
に
閣
議
請
議
し
て
い
る
。

　
　
　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
設
立
並
鉄
道
敷
設
免
許
状
下
付
ノ
件

　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
発
起
人
ヨ
リ
該
会
社
ヲ
設
立
シ
、
愛
媛
県
北
宇
和
郡
宇
和
島
町
ヨ

　

リ
同
郡
吉
野
生
村
ニ
至
ル
鉄
道
ヲ
敷
設
シ
、
運
輸
ノ
業
ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
出
願
セ
リ
、
右
ハ

　

線
路
図
面
、
工
事
方
法
書
、
工
費
予
算
書
及
定
款
等
ヲ
妥
当
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ニ
依
リ
、
軌

　

道
幅
員
ハ
将
来
政
府
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
相
当
ノ
期
限
ヲ
定
メ
制
規

　

ノ
幅
員
三
呎
六
吋
ニ
改
築
セ
シ
ム
ヘ
シ
ト
ノ
条
件
ヲ
附
シ
、
且
免
許
状
下
付
ノ
日
ヨ
リ
起

　

算
シ
満
三
個
年
ヲ
以
テ
敷
設
工
事
竣
功
期
限
ト
シ
免
許
状
ヲ
下
付
セ
ン
ト
ス
、
仍
テ
書
類

　

相
添
此
段
閣
議
ヲ
請
フ
、

　
　
　

明
治
三
十
年
三
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

逓
信
大
臣　

子
爵　

野
村
靖　

㊞

　
　
　

内
閣
総
理
大
臣　

伯
爵　

松
方
正
義
殿（
（12
（

　　
「
私
設
鉄
道
条
例
」
に
よ
る
と
、
仮
免
状
は
政
府
が
下
付
し
た
が
（
第
三
条
）、
本
免
状�

は
天
皇
の
裁
可
を
経
て
政
府
が
下
付
し
た
（
第
四
条
）。
ま
た
、
免
許
状
の
下
付
日
か
ら
三�

ケ
月
以
内
に
敷
設
工
事
に
着
手
し
て
、
免
許
状
に
記
載
の
期
限
内
に
竣
功
す
る
こ
と
、
期
限�

内
に
竣
功
で
き
な
い
と
き
は
二
ケ
月
以
上
前
に
政
府
に
具
申
す
る
こ
と
、
延
期
期
間
は
予
定�

期
限
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
（
第
六
条
）、
軌
間
は
特
許
を
得
た
場
合
を
除
き
全
て�

三
呎
フ
ィ
ー
ト六
吋イ
ン
チ（
一
〇
六
七
㍉
）（
第
七
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
逓
信
省
は
竣
功�

期
限
を
三
年
と
考
え
、
軌
間
二
呎
六
吋
（
七
六
二
㍉
）
の
軽
便
鉄
道
を
認
め
る
代
わ
り
に
、�

政
府
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
改
軌
す
る
こ
と
を
条
件
に
付
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
三
〇

年
三
月
一
七
日
に
逓
信
大
臣
の
閣
議
請
議
通
り
閣
議
決
定
さ
れ
る
と
、
同
月
二
二
日
に
内
閣

総
理
大
臣
松
方
正
義
は
天
皇
の
裁
可
を
仰
ぎ
、
翌
月
一
〇
日
に
逓
信
大
臣
へ
「
請
議
ノ
通
」

と
通
知
し
た（
（12
（

。
こ
れ
を
受
け
て
同
月
二
一
日
に
逓
信
大
臣
は
愛
媛
県
を
通
じ
て
発
起
人
た
ち

に
本
免
状
を
次
の
よ
う
に
下
付
し
て
い
る
。　

　

第
六
十
六
号

　
　
　

免
許
状　
　
　
　
　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
発
起
人　

玉
井
安
蔵
外
八
十
五
名　

　

右
申
請
ニ
係
ル
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
ノ
設
立
並
愛
媛
県
北
宇
和
郡
宇
和
島
町
ヨ
リ
同
郡

　

吉
野
生
村
ニ
至
ル
鉄
道
ヲ
敷
設
シ
、
運
輸
ノ
業
ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
免
許
ス
、
依
テ
会
社
設
立

　

登
記
ノ
日
ヨ
リ
起
算
シ
満
参
個
年
以
内
ニ
敷
設
工
事
ヲ
竣
功
ス
ヘ
シ
、

　
　

但
軌
道
幅
員
ハ
将
来
政
府
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
、
相
当
ノ
期
限
ヲ
定

　
　

メ
制
規
ノ
幅
員
三
呎
六
吋
ニ
改
築
セ
シ
ム
ヘ
シ
、

　
　
　

明
治
三
十
年
四
月
二
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

逓
信
大
臣　

子
爵　

野
村
靖　

㊞（
（13
（

　

こ
れ
を
受
け
て
明
治
三
〇
年
四
月
二
七
日
に
愛
媛
県
は
北
宇
和
郡
を
通
じ
て
発
起
人
た
ち

に
本
免
状
を
下
付
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
翌
月
一
日
に
発
起
人
総
代
玉
井
安
蔵
は
北
宇
和
郡

を
通
じ
て
愛
媛
県
に
請
書
を
提
出
し
、
同
月
二
六
日
に
愛
媛
県
は
逓
信
省
に
進
達
し
て
い
る
。

し
か
し
、
請
書
の
宛
先
が
愛
媛
県
知
事
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
同
年
六
月
一
七
日
に
逓
信
省

は
愛
媛
県
に
逓
信
大
臣
宛
の
請
書
を
求
め
て
返
戻
し
た
。
そ
こ
で
、
同
月
二
四
日
に
愛
媛
県

は
北
宇
和
郡
に
請
書
の
再
提
出
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
月
二
九
日
に
北
宇
和
郡
か
ら

五
月
一
日
付
で
逓
信
大
臣
に
宛
て
た
玉
井
の
請
書
が
再
提
出
さ
れ
る
と
、
同
年
七
月
六
日
に

愛
媛
県
は
逓
信
省
に
そ
の
請
書
を
再
度
進
達
し
て
い
る（
（13
（

。

　

本
免
状
を
受
け
た
発
起
人
た
ち
は
、
明
治
三
一
年
四
月
一
九
日
に
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社

の
登
記
を
行
っ
て
い
る（
（13
（

。
定
款
に
よ
る
と
取
締
役
九
名
の
内
、
三
名
を
専
務
取
締
役
に
選
び
、

内
一
名
を
社
長
と
す
る
規
定
だ
っ
た
が
、
社
長
に
土
居
通
夫
、
専
務
取
締
役
に
玉
井
安
蔵
と

堀
部
彦
次
郎
が
就
任
し
た
。
同
年
六
月
一
九
日
に
は
社
長
の
土
居
通
夫
が
愛
媛
県
を
通
じ
て

逓
信
省
に
社
印
と
九
名
の
重
役
印
を
届
け
出
て（
（13
（

、
同
年
八
月
一
五
日
に
宇
和
島
町
の
公
会
堂

で
第
一
回
通
常
株
主
総
会
を
開
催
し
て
い
る（
（13
（

。

　

宇
和
島
鉄
道
会
社
は
順
調
に
ス
タ
ー
ト
し
た
か
に
見
え
る
が
、
敷
設
工
事
の
着
手
は
期
限

間
際
で
あ
っ
た
。「
私
鉄
鉄
道
条
例
」
第
六
条
で
は
工
事
の
着
手
期
限
を
本
免
状
の
下
付
日

か
ら
三
ケ
月
以
内
と
規
定
し
て
い
た
が
、
同
社
に
本
免
状
が
下
付
さ
れ
る
直
前
の
明
治
三
〇

年
三
月
二
九
日
に
改
正
さ
れ
、
会
社
の
登
記
日
か
ら
六
ケ
月
以
内
に
変
更
さ
れ
た（
（13
（

。
同
社
の

登
記
日
は
翌
年
四
月
一
九
日
な
の
で
、
工
事
の
着
手
期
限
は
同
年
一
〇
月
一
八
日
と
な
る
。
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第
四
章
　
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
の
解
散

　

宇
和
島
鉄
道
の
敷
設
工
事
が
進
捗
し
な
か
っ
た
具
体
的
な
要
因
に
用
地
買
収
問
題
が
存
在

し
た
よ
う
だ
。
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
七
月
四
日
に
内
務
省
は
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社

が
申
請
し
た
土
地
収
用
法（
（14
（

の
適
用
を
閣
議
請
議
し
て
い
る（
（14
（

。
同
年
三
月
七
日
に
公
布
さ
れ
た

同
法
で
は
「
公
共
ノ
利
益
ト
為
ル
ヘ
キ
事
業
」
に
お
い
て
土
地
の
収
用
を
認
め
、
該
当
事
業

に
鉄
道
も
明
記
さ
れ
て
い
た
。
土
地
所
有
者
の
損
失
は
起
業
者
が
「
相
当
ノ
価
格
」
で
補
償

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
両
者
間
の
協
議
が
不
調
の
場
合
は
地
方
長
官
を
会
長
と
す
る
収
用

審
査
会
が
裁
決
し
た
。
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
は
土
地
収
用
法
に
よ
っ
て
用
地
買
収
を
進
め

よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
同
年
七
月
五
日
に
内
務
省
か
ら
の
閣
議
請
議
は
閣
議
決
定
さ
れ（
（14
（

、

同
月
一
一
日
付
『
官
報
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
公
告
さ
れ
て
い
る
。

　

左
ノ
事
業
ハ
土
地
収
用
法
ニ
依
リ
土
地
ヲ
収
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
認
定
ス
、

　
　
　

起　

業　

者　
　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社

　
　
　

事
業
ノ
種
類　
　

汽
車
鉄
道
敷
設

　
　
　

起　

業　

地　
　

愛
媛
県
北
宇
和
郡
宇
和
島
町
、
八
幡
村
、
高
光
村
、
三
間
村
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
名
村
、
好
藤
村
、
旭
村
、
泉
村
、
明
治
村
、
吉
野
生
村
地
内

　

右
広
告
ス
、

　
　
　

明
治
三
十
三
年
七
月
十
一
日　
　
　
　
　

内
閣
総
理
大
臣　

侯
爵　

山
県
有
朋（
（14
（
　

　

土
地
収
用
法
の
適
用
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
明
治
三
三
年
は
同
三
一
年
に
続
い
て
再
び

恐
慌
に
陥
っ
た
年
で
あ
り
、
用
地
買
収
は
思
う
よ
う
に
進
ま
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
三
四
年
一
月
一
〇
日
発
行
の
『
工
業
雑
誌
』
に
は
「
同
（
宇筆
者
注和島
）
鉄
道
の
工
事
竣
成

期
限
は
昨（
マ
マ
）年
限
り
な
る
を
以
て
其
継
続
工
事
の
出
願
を
為
し
た
り
」
と
あ
る（
（14
（

。
ま
た
、
同
年

三
月
二
五
日
発
行
の
同
誌
に
は
「
同
社
（
宇

筆
　
　
者
　
　
注

和
島
鉄
道
株
式
会
社
）
重
役
は
昨
年
十
二
月
の

総
会
決
議
に
基
き
当
地
重
役
等
の
協
議
を
遂
げ
、
第
一
工
区
宇
和
島
、
三
間
間
工
事
を
予
定

期
限
な
る
来
七
月
迄
に
是
非
共
竣
工
せ
し
め
ん
と
て
、
目
下
工
事
請
負
人
と
契
約
の
交
渉
中

な
れ
ば
、
不
遠
起
工
の
運
び
に
至
る
な
ら
ん
と
云
ふ
」
と
あ
る（
（14
（

。

し
か
し
、
本
格
的
な
動
き
が
見
ら
れ
る
の
は
明
治
三
一
年
九
月
三
〇
日
に
二
名
村
大
字
大
内

の
株
主
で
評
議
員
で
あ
っ
た
河
野
通
明（
（13
（

（
一
〇
株
、
明
治
二
一
年
県
会
議
員
）
か
ら
地
所
の

寄
贈
を
受
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
翌
月
五
日
に
北
宇
和
郡
長
、
二
名
村
長
、
同
村
会
議
員
、

宇
和
島
鉄
道
会
社
の
評
議
員
を
招
待
し
て
起
工
式
と
地
鎮
祭
を
行
い
、
同
月
一
三
日
に
工
事

着
手
届
を
逓
信
省
に
申
達
し
て
い
る（
（13
（

。『
愛
媛
県
紳
士
列
伝
』
の
河
野
通
明
の
項
に
は
「
同

年
（
明
筆
　
者
　
注

治
三
一
年
）
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
評
議
員
タ
リ
、
同
鉄
道
要
地
ヲ
寄
附
譲
与
シ
、

君
ノ
家
ニ
於
テ
起
工
式
ヲ
挙
行
ス
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る（
（13
（

。

　

起
工
式
は
行
わ
れ
た
が
、
続
い
て
敷
設
工
事
が
進
捗
し
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。
明
治

三
二
年
一
二
月
の
『
工
業
雑
誌
』
に
は
「
伊
予
国
宇
和
嶋
よ
り
吉
野
生
に
至
る
宇
和
嶋
鉄
道

は
一
時
殆
ど
立
消
の
姿
と
な
り
居
た
る
が
、
此
程
再
び
其
計
画
を
進
捗
せ
ん
と
す
る
も
の
あ

り
、技
師
を
聘
し
て
予
測
せ
し
め
た
る
に
、其
結
果
線
路
中
宮
（
マ
マ
）窓
峠
は
稍
や
難
工
事
な
る
も

其
他
は
左
程
困
難
な
る
工
区
も
な
き
由
に
て
、
工
費
二
十
七
、
八
万
円
も
あ
れ
ば
敷
設
し
得

べ
き
見
込
み
な
り
と
」
と
あ
る（
（13
（

。
起
工
式
後
、
敷
設
工
事
は
進
捗
し
な
い
ば
か
り
か
、
一
時

工
事
そ
の
も
の
が
立
ち
消
え
に
な
り
か
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
三
二
年
に
な
っ
て
再
び

技
師
に
調
査
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
高
光
村
か
ら
三
間
村
に
か
け
て
の
窓
峠
が
難
工
事
で
あ
る
が
、

資
本
金
に
近
い
金
額
で
敷
設
可
能
と
予
測
し
て
い
る
。

　

鉄
道
株
式
会
社
に
よ
る
軽
便
鉄
道
の
敷
設
工
事
が
進
捗
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
当
時
の

経
済
状
況
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
七
、
八
年
の
日
清
戦
争
で
勝
利
し
た
日

本
は
賠
償
金
で
積
極
財
政
を
進
め
た
。
同
二
八
～
二
九
年
に
企
業
勃
興
期
を
迎
え
、
同
三
〇

年
に
は
金
本
位
制
を
確
立
し
た
。
し
か
し
、
企
業
勃
興
の
過
熱
と
米
の
輸
入
超
過
に
対
す
る

日
銀
の
緊
縮
政
策
が
金
融
を
逼
迫
し
て
同
三
一
年
は
恐
慌
と
な
っ
た
。
日
銀
の
公
債
買
入
れ

と
金
融
緩
和
に
よ
り
一
時
的
に
回
復
す
る
が
、
棉
花
の
輸
入
激
増
に
対
す
る
日
銀
の
緊
縮
財

政
が
金
融
を
逼
迫
し
て
同
三
三
年
は
再
び
恐
慌
に
陥
っ
た（
（14
（

。
こ
の
よ
う
な
経
済
状
況
の
な
か

で
宇
和
島
鉄
道
を
捉
え
る
と
、
明
治
三
〇
年
に
本
免
状
を
下
付
さ
れ
、
翌
年
に
会
社
の
登
記

を
行
っ
た
が
、
恐
慌
に
よ
り
起
工
式
は
期
限
間
際
と
な
り
、
そ
の
後
の
敷
設
工
事
も
進
捗
し

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
同
三
二
年
に
は
技
師
を
招
聘
し
て
工
事
の
再
開
を
目
指
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
景
気
の
一
時
的
な
回
復
を
受
け
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
宇
和
島
鉄
道
の
敷
設
工
事
は
日

清
戦
争
後
の
経
済
状
況
に
左
右
さ
れ
て
進
捗
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る（
（14
（

。
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宇和島鉄道の第一次敷設計画について　―明治二七年の出願から明治三八年の解散まで―

　
　
　

宇
和
島
鉄
道
工
事
竣
功
期
限
指
定
ノ
件

　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
宇
和
島
吉
野
生
間
線
路
工
事
方
法
ノ
変
更
ニ
伴
ヒ
、
会
社
ノ
申
請

　

ニ
依
リ
右
工
事
竣
功
期
限
ヲ
明
治
三
十
五
年
二
月
五
日
ヨ
リ
向
参
個
年
ニ
指
定
セ
リ
、

　

右
報
告
ス
、

　
　
　

明
治
三
十
五
年
二
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

逓
信
大
臣　

子
爵　

芳
川
顕
正　

㊞

　
　
　

内
閣
総
理
大
臣　

子
爵　

桂
太
郎
殿（
（14
（

　　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
が
ど
の
よ
う
に
工
事
方
法
を
変
更
し
た
の
か
詳
細
は
不
明
だ
が
、

実
質
的
に
は
再
延
期
を
願
っ
た
の
だ
ろ
う
。
明
治
三
五
年
二
月
五
日
付
で
竣
功
期
限
が
三
年

延
期
さ
れ
、
新
た
な
竣
功
期
限
は
同
三
八
年
二
月
四
日
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
敷
設
工
事
が

進
捗
し
た
形
跡
は
な
い
。
こ
の
間
の
取
締
役
や
監
査
役
の
変
遷
は
【
表
９
】
の
通
り
で
あ
る
。

本
免
状
を
申
請
す
る
際
の
定
款
で
は
、
取
締
役
と
監
査
役
の
任
期
を
二
年
と
し
て
い
た
が
、

そ
の
後
変
更
さ
れ
た
の
か
、
取
締
役
は
約
三
年
、
監
査
役
は
約
一
年
で
改
選
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
取
締
役
の
辞
任
や
死
去
後
に
補
欠
選
挙
は
行
わ
れ
ず
、
監
査
役
の
欠
員
も
あ
っ
て

最
終
的
に
取
締
役
は
九
名
か
ら
五
名
に
、
監
査
役
は
五
名
か
ら
三
名
に
な
っ
て
い
る
。
欠
員

の
増
加
に
も
経
営
の
苦
し
さ
が
表
れ
て
い
る
。
残
っ
た
経
営
陣
は
新
た
な
竣
功
期
限
に
向
け

て
努
力
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
既
に
株
主
た
ち
の
鉄
道
熱
は
冷
め
て
い
た
。
株
主
の
中
に
は

会
社
の
解
散
を
唱
え
る
者
も
現
れ
た
。
明
治
三
五
年
一
月
二
九
日
付
の
『
海
南
新
聞
』
は
、

同
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
通
常
株
主
総
会
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
は
去
る
廿
四
日
（
中
略
）
明
源
寺
に
於
て
通
常
総
会
を
開
け
り
、

　

会
す
る
も
の
僅
か
に
二
十
余
名
に
し
て
三
十
四
年
中
の
決
算
報
告
を
な
し
、
次
て
株
主
中

　

最
早
見
込
な
き
を
以
て
解
散
説
を
持
ち
出
す
者
多
き
よ
り
協
議
会
を
開
き
し
が
、
協
議
の

　

要
旨
は
創
立
以
来
今
日
に
至
る
も
事
業
の
実
行
を
見
す
、最
早
解
散
の
外
他
に
処
置
な
し
、

　

尤
も
重
役
の
側
に
在
つ
て
は
今
尚
熱
心
尽
力
し
つ
ゝ
あ
る
次
第
な
る
も
、
際
限
な
き
事
な

　

れ
は
此
に
期
限
を
定
め
、
若
し
期
限
内
に
方
法
を
講
せ
さ
れ
は
解
散
す
る
事
と
し
、
即
ち

　

本
年
六
月
三
十
日
を
限
り
と
し
重
役
に
於
て
運
動
を
な
さ
し
む
る
事
と
し
、
之
れ
に
決
定

　
（
中
略
）
来
る
六
月
三
十
日
は
該
会
社
の
死
活
の
分
る
ゝ
時
な
り
と
知
ら
る（
（15
（

、

　

前
者
か
ら
明
治
三
三
年
の
終
わ
り
に
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
が
竣
功
期
限
の
延
期
申
請
を

し
た
こ
と
、
後
者
か
ら
同
年
一
二
月
の
株
主
総
会
で
宇
和
島
町
～
三
間
村
間
の
敷
設
工
事
を

翌
年
七
月
ま
で
に
竣
功
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
三
〇
年
四
月
二
一
日
に
下
付

さ
れ
た
本
免
状
に
は
、
会
社
の
登
記
日
か
ら
三
年
以
内
に
竣
功
さ
せ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て

い
た
。
登
記
日
は
翌
年
四
月
一
九
日
で
あ
る
た
め
、
竣
功
期
限
は
同
三
四
年
四
月
一
八
日
と

な
る
。
前
者
の
「
竣
成
期
限
は
昨
年
限
り
」
は
誤
記
で
あ
り
、
本
来
は
「
本
年
四
月
一
八
日

限
り
」
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
後
者
は
竣
功
期
限
を
越
え
た
「
七
月
迄
に
是
非
共
竣
工
」
と

記
載
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
同
年
四
月
一
九
日
に
逓
信
大
臣
は
内
閣
総
理
大
臣
へ
同
社
か
ら

の
竣
功
期
限
の
延
期
申
請
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

　　

鉄
第
六
四
九
号

　
　
　

工
事
竣
功
延
期
ノ
件

　

宇
和
嶋
鉄
道
株
式
会
社
ヨ
リ
宇
和
嶋
吉
野
生
間
工
事
竣
功
延
期
ノ
儀
申
請
候
ニ
付
、
六
ケ

　

月
間
伸
長
ヲ
四
月
十
九
日
許
可
セ
リ
、

　

右
報
告
ス
、

　
　
　

明
治
三
十
四
年
四
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

逓
信
大
臣　

原
敬　

㊞

　
　
　

内
閣
総
理
大
臣　

侯
爵　

伊
藤
博
文
殿（
（14
（

　　

こ
れ
に
よ
る
と
、
逓
信
省
は
明
治
三
四
年
四
月
一
九
日
付
で
竣
功
期
限
を
六
ケ
月
間
延
期

し
て
い
る
。
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
の
延
期
申
請
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
六
ケ
月
間
の

延
期
申
請
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
ま
ず
は
宇
和
島
町
～
三
間
村
間
の
敷
設
工
事
を

同
年
七
月
ま
で
に
竣
功
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
動
向
を
受
け
て

延
期
申
請
が
許
可
さ
れ
る
以
前
に
『
工
業
雑
誌
』
に
も
「
七
月
迄
に
是
非
共
竣
工
」
と
記
載

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
新
た
な
竣
功
期
限
は
同
年
一
〇
月
一
八
日
と
な
っ
た
が
、
期
限

ま
で
に
宇
和
島
町
～
吉
野
生
村
間
ど
こ
ろ
か
、
第
一
目
標
と
し
た
宇
和
島
町
～
三
間
村
間
も

竣
功
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
社
は
逓
信
省
に
工
事
方
法
の
変
更
を
申
請
し
た
よ
う
だ
。

翌
年
二
月
五
日
に
逓
信
大
臣
は
内
閣
総
理
大
臣
に
工
事
方
法
の
変
更
に
と
も
な
い
竣
功
期
限

を
同
日
か
ら
三
ケ
年
と
し
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
三
五
年
一
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
の
参
加
者
は
僅
か

二
〇
余
名
で
、
株
主
か
ら
は
会
社
の
解
散
を
求
め
る
意
見
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
経
営
陣

は
尽
力
し
て
い
る
た
め
、
同
年
六
月
三
〇
日
ま
で
に
道
筋
が
立
た
な
け
れ
ば
、
会
社
を
解
散

す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
、
先
述
し
た
通
り
明
治
三
五
年
二
月
五
日
に
竣
功
期
限
が
三
年

延
期
さ
れ
た
た
め
、
一
先
ず
会
社
の
解
散
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

明
治
三
六
年
三
月
二
五
日
発
行
の
『
工
業
雑
誌
』
に
は
「
同
（
宇筆
者
注和島
）
鉄
道
は
一
時
解

散
の
議
さ
へ
あ
り
し
が
、
其
後
株
金
払
込
の
見
込
も
立
ち
、
差
当
り
宇
和
島
三
間
間
の
工
事

を
起
す
事
に
決
し
、
来
る
六
月
よ
り
着
手
す
る
由
（
後
略
）」
と
あ
る（
（15
（

。
進
捗
し
そ
う
な
書

き
ぶ
り
だ
が
、
竣
功
期
限
の
再
延
期
か
ら
一
年
以
上
が
過
ぎ
て
い
た
。
宇
和
島
町
～
三
間
村

間
の
敷
設
工
事
も
翌
年
に
起
こ
っ
た
日
露
戦
争
の
影
響
で
頓
挫
し
た
。

　

竣
功
期
限
の
明
治
三
八
年
二
月
四
日
を
過
ぎ
て
も
、
愛
媛
県
か
ら
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社

に
つ
い
て
何
の
進
達
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
月
二
四
日
に
逓
信
省
は
愛
媛
県
へ
同
社
の

状
況
を
照
会
し
た（
（15
（

。
し
か
し
、
愛
媛
県
か
ら
回
答
が
な
か
っ
た
た
め
、
同
年
四
月
二
六
日
に

再
度
照
会
し
て
い
る（
（15
（

。
こ
れ
に
対
し
て
翌
月
四
日
に
愛
媛
県
は
同
社
が
解
散
に
至
っ
た
こ
と

を
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

　　

客
月
廿
六
日
付
鉄
庶
乙
第
四
六
三
号
ヲ
以
テ
宇
和
島
鉄
道
敷
設
竣
功
期
限
延
期
申
請
ニ
関

　

ス
ル
取
調
ノ
件
最
応
御
照
会
相
成
候
処
、
右
ハ
客
月
十
五
日
総
会
開
設
、
解
散
ニ
決
シ
、　

　

目
下
其
手
続
取
運
中
ニ
有
之
候
条
、
可
然
御
了
知
相
成
度
此
段
及
回
報
候
也
、

　
　
　

明
治
三
十
八
年
五
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
媛
県
知
事　

安
藤
謙
介　

㊞

　
　
　

逓
信
省
鉄
道
局
長　

山
之
内
一
次
殿（
（15
（

　　

こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
三
八
年
四
月
一
五
日
に
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
は
臨
時
株
主
総
会

を
開
催
し
て
解
散
を
決
定
し
た
。
こ
の
資
料
は
五
月
四
日
付
だ
が
、
同
月
二
日
に
逓
信
省
は

内
閣
総
理
大
臣
へ
の
報
告
と
陸
軍
大
臣
へ
の
通
知
、
官
報
へ
の
掲
載
案
を
起
案
し
て
お
り（
（15
（

、

同
日
以
前
に
愛
媛
県
は
電
報
で
一
報
を
入
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
月
六
日
に
逓
信

大
臣
は
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
し
て
い
る
が（
（15
（

、
五
月
四
日
付
の
官
報
に
は
宇
和
島
区
裁
判
所

か
ら
、
同
月
九
日
付
の
官
報
に
は
逓
信
省
か
ら
次
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
ハ
明
治
三
十
八
年
四
月
十
五
日
臨
時
総
会
ノ
決
議
ニ
依
リ
解
散
、

一
大
阪
市
北
区
常
安
町
六
十
五
番
屋
敷
土
居
通
夫
、
愛
媛
県
北
宇
和
郡
宇
和
島
町
大
字
桜
町

　

二
番
戸
玉
井
安
蔵
、
同
郡
好
藤
村
大
字
国
遠
四
十
番
戸
今
西
幹
一
郎
、
同
郡
宇
和
島
町
大

　

字
追
手
通
十
三
番
戸
石
崎
（
マ
マ
）庄
吉
、
同
郡
愛
治
村
大
字
清
水
四
十
一
番
戸
玉
井
卓
一
、
清
算

　

人
ニ
就
任
、

　

右
明
治
三
十
八
年
四
月
二
十
六
日
登
記　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
和
島
区
裁
判
所（
（15
（

　

私
設
鉄
道
株
式
会
社
解
散　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
ヨ
リ
去
月
十
五
日
臨
時
総
会
ノ
決
議　

　

ニ
依
リ
解
散
ノ
旨
届
出
テ
タ
リ
（
逓
信
省（
（15
（

）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
清
算
人
に
は
取
締
役
の
土
居
通
夫
、
玉
井
安
蔵
、
今
西
幹
一
郎
、
石
﨑

庄
吉
、
玉
井
卓
一
の
五
人
が
就
任
し
た
。
明
治
三
九
年
一
月
二
四
日
付
の
官
報
に
は
宇
和
島

区
裁
判
所
か
ら
同
月
一
二
日
に
清
算
が
終
了
し
た
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
宇
和
島
鉄
道
株
式

会
社
の
経
営
状
況
は
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
第
二
～
四
回
通
常
株
主
総
会
の
報
告
書
か
ら
、

明
治
三
一
年
七
月
～
翌
年
一
二
月
の
そ
れ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。【
表
10
】
は
報
告

書
に
記
載
さ
れ
た
総
勘
定
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
勘
定
で
あ
る
。
株
金
払
込
金
額
は
二
万
六

〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
本
免
状
が
下
付
さ
れ
た
明
治
三
〇
年
四
月
二
一
日
か
ら

第
一
回
通
常
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
翌
年
八
月
一
五
日
ま
で
の
間
に
第
一
回
株
金
払
込
が

行
わ
れ
、
一
株
に
付
き
五
円
が
払
い
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
経
済
的
な

影
響
で
未
払
い
と
な
っ
て
い
る
。
同
三
七
年
の
『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』
を
見
て
も
、

株
金
払
込
金
額
は
二
万
六
〇
〇
〇
円
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る（
（15
（

。

　

宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
は
明
治
三
三
年
に
土
地
収
用
法
の
適
用
を
受
け
た
後
、
翌
年
四
月

一
九
日
に
は
六
ケ
月
間
の
竣
功
期
限
の
延
期
が
認
め
ら
れ
た
が
、
第
一
目
標
と
し
た
宇
和
島

町
～
三
間
村
間
す
ら
竣
功
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
工
事
方
法
の
変
更
を
行
い
、
同
三
五
年

二
月
五
日
に
は
さ
ら
に
三
年
間
の
竣
功
期
限
の
延
期
が
認
め
ら
れ
た
。
経
営
陣
は
株
主
か
ら

解
散
説
が
出
る
な
か
で
竣
功
期
限
の
延
期
を
図
っ
た
が
、
株
金
払
込
金
額
は
当
初
の
二
万
六

〇
〇
〇
円
か
ら
増
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
同
三
七
年
に
日
露
戦
争
が
起
こ
り
、

同
社
は
最
終
的
に
解
散
を
決
議
す
る
に
至
っ
た
。
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年
  月
  日

社
 長

Ｍ
30
.4.
21
免
状
下
付

土
居

玉
井

堀
部

今
西

今
西

河
野

芝
玉
置

高
畠

清
水

今
井

石
﨑

河
野

土
居

Ｍ
31
.4.
19
会
社
設
立
登
記

通
夫

安
蔵

彦
次
郎

林
三
郎

幹
一
郎

収
蔵

久
六

金
治
郎

秋
松

新
三

昭
徳

庄
吉

直
治
郎

惣
太
郎

（
大
）

（
宇
）

（
来
）

（
好
）（
旭
）

（
明
）

（
宇
）

（
宇
）

（
宇
）

（
三
）

（
宇
）

（
吉
）

（
高
）

Ｍ
33
.4.
5臨
株
総
会

土
居

玉
井

今
西

今
西

堀
部

河
野

芝
玉
置

高
畠

Ｍ
33
.5.
21
取
締
役
登
記

通
夫

安
蔵

幹
一
郎

林
三
郎

彦
次
郎

通
倫

久
六

金
治
郎

秋
松

（
大
）

（
好
）

Ｍ
33
.12
.28
 監
査
役
登
記

清
水

今
井

赤
松

杉
本

岡
田

取
締
役
辞
任
抹
消
登
記

新
三

昭
徳

新
吉

傅
吉

宇
三
郎

（
高
）

（
明
）

（
旭
）

Ｍ
34
.5.
20
臨
株
総
会

二
宮

長
瀧

赤
松

杉
本

岡
田

Ｍ
34
.6.
1監
査
役
登
記

巍
嘉
三
郎

新
吉

傅
吉

宇
三
郎

（
二
）

（
宇
）

Ｍ
34
.7.
17
芝
久
六
死
去

Ｍ
34
.7.
27
抹
消
登
記

Ｍ
35
.7.
24（
臨
カ
）株
総
会

長
瀧

赤
松

岡
田

Ｍ
35
.8.
6監
査
役
登
記

嘉
三
郎

新
吉

宇
三
郎

Ｍ
36
.1.
25
臨
株
総
会

土
居

玉
井

今
西

石
﨑

玉
井

玉
置

Ｍ
36
.2.
9取
締
役
登
記

通
夫

安
蔵

幹
一
郎

庄
吉

卓
一

金
治
郎

（
宇
）

（
愛
）

Ｍ
36
.7.
31
臨
株
総
会

長
瀧

赤
松

岡
田

Ｍ
36
.8.
13
監
査
役
登
記

嘉
三
郎

新
吉

宇
三
郎

Ｍ
37
.7.
25
臨
株
総
会

長
瀧

赤
松

岡
田

Ｍ
37
.8.
8監
査
役
登
記

嘉
三
郎

新
吉

宇
三
郎

Ｍ
37
.12
.7玉
置
金
治
郎
死
去

Ｍ
37
.12
.20
抹
消
登
記

Ｍ
38
.4.
15
臨
株
総
会

土
居

玉
井

今
西

石
﨑

玉
井

長
瀧

赤
松

岡
田

Ｍ
38
.4.
26
解
散
登
記

通
夫

安
蔵

幹
一
郎

庄
吉

卓
一

嘉
三
郎

新
吉

宇
三
郎

注
２
. Ｍ
31
.4.
19
に
は
取
締
役
の
み
登
記
さ
れ
、Ｍ
33
.12
.28
に
監
査
役
も
登
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
Ｍ
29
.4.
20
の
創
業
総
会
で
共
に
選
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
表
で
は
Ｍ
31
.4.
19
に
監
査
役
も
（
　
）
内
に
記
載
し
た
。

欠
員

欠
員

欠
員

欠
員

欠
員

死
去

欠
員

欠
員

欠
員

欠
員

欠
員

欠
員

注
１
. 国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
解
散
仮
本
免
許
状
返
納
」（
昭
47
運
輸
00
47
31
00
-0
17
00
）、
愛
媛
県
立
図
書
館
所
蔵
行
政
資
料
『
鉄
軌
策
道
』（
Ｍ
06
-1
2-
6）
よ
り
作
成
。

注
３
. 年
月
日
の
Ｍ
は
明
治
、
臨
株
は
臨
時
株
主
総
会
を
表
す
。
ま
た
、
氏
名
下
の
（
大
）
は
大
阪
市
、（
宇
）
は
宇
和
島
町
、（
来
）
は
来
村
、（
好
）
は
好
藤
村
、（
旭
）
は
旭
村
、（
明
）
は
明
治
村
、（
三
）
は
三
間
村
、

（
吉
）
は
吉
野
生
村
、（
高
）
は
高
光
村
、（
二
）
は
二
名
村
、（
愛
）
は
愛
治
村
で
居
住
地
を
表
す
。

監
   
   
査
   
   
役

辞
任

辞
任

欠
員

欠
員

欠
員

死
去

欠
員

欠
員

欠
員

専
 務
 取
 締
 役

取
   
   
  締
   
   
  役

こ
の
間
に
改
選
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

【
表
９
】
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
の
役
員
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払
込
未
済
株
金

23
4,0
00
円

株
金

26
0,0
00
円

払
込
未
済
株
金

23
4,0
00
円

株
金

26
0,0
00
円

当
期
総
益
金

82
3円
09
銭
8厘

当
期
総
損
益

28
2円
50
銭
4厘

定
期
預
金

7,5
70
円
返
却
未
済
保
証
金

15
円

諸
預
ケ
金

23
,22
0円
72
銭
1厘
返
却
未
済
保
証
金

15
円

俸
給
及
雑
給

17
4円

当
座
預
金

81
3円
34
銭
1厘

前
期
繰
越
金

87
円
65
銭
3厘

創
業
費

3,0
54
円
77
銭
7厘

仮
受
金

5円
起
工
式
費

29
円
89
銭

第
一
特
別
預
金

11
,29
3円
50
銭

雑
収
入

82
3円
09
銭
8厘

未
収
入
利
子

34
3円
57
銭
1厘

前
期
繰
越
金

87
円
65
銭
3厘

旅
費

24
円
94
銭
8厘

第
二
特
別
預
金

38
7円
95
銭
3厘

仮
受
金

5円
現
在
金

29
円
17
銭
8厘

当
期
利
益
金

54
0円
59
銭
4厘

通
信
費

13
円
48
銭

第
三
特
別
預
金

3,1
55
円
92
銭
7厘

合
　
　
計

26
0,6
48
円
24
銭
7厘

合
　
　
計

26
0,6
48
円
24
銭
7厘

印
刷
費

13
円
38
銭

創
業
費

3,0
54
円
77
銭
7厘

家
屋
借
入
料

10
円

未
収
入
利
子

34
3円
57
銭
1厘

諸
雑
費

16
円
80
銭
6厘

本
社
費

28
2円
50
銭
4厘

現
在
金

29
円
17
銭
8厘

合
　
　
計

26
0,9
30
円
75
銭
1厘

合
　
　
計

26
0,9
30
円
75
銭
1厘

払
込
未
済
株
金

23
4,0
00
円

株
金

26
0,0
00
円

払
込
未
済
株
金

23
4,0
00
円

株
金

26
0,0
00
円

預
ケ
金
利
子

10
円
88
銭
1厘

当
期
諸
経
費

94
円
56
銭

定
期
預
金

8,2
70
円
返
却
未
済
保
証
金

10
円

諸
預
ケ
金

23
,19
1円
31
銭
7厘
返
却
未
済
保
証
金

10
円

前
期
繰
越
金

62
8円
24
銭
7厘

当
座
預
金

8円
前
期
繰
越
金

62
8円
24
銭
7厘

創
業
費

3,0
54
円
77
銭
7厘

仮
受
金

18
円
50
銭

合
計

63
9円
12
銭
8厘

合
計

94
円
56
銭

特
別
預
金

14
,91
3円
31
銭
7厘

預
ケ
金
利
子

10
円
88
銭
1厘

未
収
入
利
子

32
3円
63
銭
4厘

前
期
繰
越
金

62
8円
24
銭
7厘

差
引

54
4円
56
銭
8厘

創
業
費

3,0
54
円
77
銭
7厘

仮
受
金

18
円
50
銭

当
期
諸
経
費

94
円
56
銭

預
ケ
金
利
子

10
円
88
銭
1厘

未
収
入
利
子

32
3円
63
銭
4厘

現
在
金

3円
34
銭

本
社
費

94
円
56
銭

合
　
　
計

26
0,6
67
円
62
銭
8厘

合
　
　
計

26
0,6
67
円
62
銭
8厘

現
在
金

3円
34
銭

合
　
　
計

26
0,6
67
円
62
銭
8厘

合
　
　
計

26
0,6
67
円
62
銭
8厘

払
込
未
済
株
金

23
4,0
00
円

株
金

26
0,0
00
円

払
込
未
済
株
金

23
4,0
00
円

株
金

26
0,0
00
円

預
ケ
金
利
子

30
3円
52
銭
5厘

当
期
諸
経
費

17
9円
29
銭
5厘

定
期
預
金

8,1
01
円
67
銭
5厘
返
却
未
済
保
証
金

10
円

諸
預
ケ
金

23
,30
0円
84
銭
2厘
返
却
未
済
保
証
金

10
円

当
座
預
金

28
5円
85
銭

預
ケ
金
利
子

30
3円
52
銭
5厘

創
業
費
消（
償
カ
）却
残

2,5
10
円
20
銭
9厘

仮
受
金

2円
50
銭

合
計

30
3円
52
銭
5厘

合
計

17
9円
29
銭
5厘

特
別
預
金

14
,91
3円
31
銭
7厘

仮
受
金

2円
50
銭

未
収
入
利
子

32
3円
63
銭
4厘

預
ケ
金
利
子

30
3円
52
銭
5厘

差
引

12
4円
23
銭

創
業
費
消（
償
カ
）却
費

2,5
10
円
20
銭
9厘

当
期
諸
経
費

17
9円
29
銭
5厘

未
収
入
利
子

32
3円
63
銭
4厘

現
在
金

2円
04
銭
5厘

本
社
費

17
9円
29
銭
5厘

合
　
　
計

26
0,3
16
円
02
銭
5厘

合
　
　
計

26
0,3
16
円
02
銭
5厘

現
在
金

2円
04
銭
5厘

合
　
　
計

26
0,3
16
円
02
銭
5厘

合
　
　
計

26
0,3
16
円
02
銭
5厘

注
. 当
館
所
蔵
「
第
弐
～
四
回
報
告
書
」（
複
写
）（
『
宇
和
島
鉄
道
関
係
資
料
目
録
』
17
02
-6
～
8）
よ
り
作
成
。

創
業
費
の
内
第
2回
消（
償
カ
）却

貸
　
　
方

創
業
費
の
内
第
1回
消（
償
カ
）却

第
４

回
報

告
書

（
明

治
3
2
.
7
.
1
～

1
2
.
3
1
）

損
　
益
　
勘
　
定

収
　
　
入

支
　
　
出

第
３

回
報

告
書

（
明

治
3
2
.
1
.
1
～

6
.
3
0
）

損
　
益
　
勘
　
定

収
　
　
入

支
　
　
出

前
期
繰
越
金

87
円
65
銭
3厘

後
期
へ
繰
越

貸
　
　
方

借
　
　
方

62
8円
24
銭
7厘

損
　
益
　
勘
　
定

収
　
　
入

支
　
　
出

当
期
純
益
金

54
0円
59
銭
4厘

第
２

回
報

告
書

（
明

治
3
1
.
7
.
1
～

1
2
.
3
1
）

借
　
　
方

総
　
　
勘
　
　
定

総
　
　
勘
　
　
定

貸
　
　
方

借
　
　
方

貸
　
借
　
対
　
照
　
表

貸
　
借
　
対
　
照
　
表

貸
　
　
方

借
　
　
方

貸
　
借
　
対
　
照
　
表

貸
　
　
方

借
　
　
方

総
　
　
勘
　
　
定

借
　
　
方

貸
　
　
方

【
表
10
】
第
２
～
４
回
報
告
書
の
総
勘
定
・
貸
借
対
照
表
・
損
益
勘
定
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お
わ
り
に

　

宇
和
島
鉄
道
の
歴
史
は
、
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
六
月
一
四
日
（
一
説
に
は
一
五
日
）

に
今
西
幹
一
郎
が
逓
信
省
に
会
社
の
設
立
と
軽
便
鉄
道
の
敷
設
（
宇
和
島
町
～
吉
野
生
村
間
）

を
出
願
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
当
時
、
宇
和
島
と
東
北
方
面
の
諸
村
を
結
ぶ
街
道
は
不
便
で

輸
送
費
が
高
い
た
め
、
良
質
な
山
の
産
物
が
放
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
鉄
道
に
よ
っ
て

廉
価
な
輸
送
費
で
産
物
を
宇
和
島
へ
送
り
、
さ
ら
に
海
路
で
販
路
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。

ま
た
、
宇
和
島
か
ら
海
の
産
物
を
受
け
取
り
需
要
品
の
相
互
補
完
を
図
る
と
と
も
に
、
旅
客

の
増
加
に
よ
っ
て
経
済
活
動
の
活
発
化
を
期
待
し
た
。

　

発
起
人
に
は
玉
井
安
蔵
、
今
西
幹
一
郎
な
ど
宇
和
島
周
辺
の
旧
庄
屋
層
と
、
堀
部
徳
之
亟
、�

槇
本
源
蔵
な
ど
宇
和
島
の
商
人
層
に
、
大
阪
で
活
躍
す
る
地
元
出
身
の
実
業
家
土
居
通
夫
、�

今
西
林
三
郎
、
油
屋
熊
八
な
ど
八
七
名
が
名
前
を
連
ね
た
。
大
阪
の
三
名
に
は
そ
の
資
金
力�

と
幅
広
い
人
脈
に
期
待
し
て
発
起
人
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。
発
起
人
に
は
公
職
経
験
者
が�

多
く
、
こ
の
前
後
に
堀
部
彦
次
郎
（
明
治
二
五
年
、
自
由
党
）、
土
居
通
夫
（
同
二
七
年
、�

無
所
属
）、
玉
井
安
蔵
（
同
年
、
自
由
党
）、
今
西
幹
一
郎
（
同
二
九
年
、
同
）
が
衆
議
院�

議
員
に
当
選
し
て
い
る
。
全
体
的
に
は
自
由
党
系
が
中
心
だ
っ
た
。

　

逓
信
省
鉄
道
局
で
は
事
前
調
査
で
建
設
費
を
約
七
五
万
円
、
収
入
を
約
一
万
一
〇
〇
〇
円

と
試
算
し
た
。
こ
れ
は
起
業
目
論
見
書
と
比
較
し
て
建
設
費
が
約
三
倍
、
収
入
が
三
分
の
一

以
下
だ
っ
た
。
逓
信
省
か
ら
諮
問
を
受
け
た
鉄
道
会
議
は
、
発
起
人
と
鉄
道
局
で
試
算
方
法

が
異
な
る
こ
と
、
宇
和
島
～
吉
野
生
線
は
宇
和
島
～
中
村
線
の
一
部
と
し
て
将
来
重
要
路
線

に
成
り
得
る
こ
と
、
収
益
如
何
は
敷
設
の
可
否
に
関
係
せ
ず
出
願
者
が
注
意
す
べ
き
こ
と
、

と
し
て
仮
免
状
の
下
付
を
答
申
し
た
。
明
治
二
九
年
一
月
二
五
日
に
逓
信
省
か
ら
発
起
人
に

仮
免
状
が
下
付
さ
れ
、
発
起
人
は
発
起
株
と
賛
成
株
を
受
け
付
け
た
。

　

発
起
株
は
八
六
名
、
二
一
五
一
株
で
宇
和
島
が
過
半
数
を
占
め
た
が
、
平
均
株
数
は
全
体

平
均
を
下
回
っ
た
。
賛
成
株
は
四
〇
七
名
、
三
〇
四
九
株
で
県
外
株
主
に
伊
達
宗
徳
や
大
阪

の
三
名
と
接
点
の
あ
る
者
が
多
か
っ
た
。
宇
和
島
は
石
﨑
俊
器
（
忠
八
）
な
ど
商
人
・
実
業

家
層
を
中
心
に
士
族
も
含
め
て
一
〇
株
以
上
が
半
数
を
超
え
た
が
、
周
辺
各
村
は
一
部
の
旧

庄
屋
層
や
商
人
・
実
業
家
層
を
除
き
一
〇
株
未
満
が
大
半
だ
っ
た
。
賛
成
株
の
県
内
株
主
も

公
職
経
験
者
が
多
か
っ
た
。
明
治
二
九
年
四
月
二
〇
日
の
創
業
総
会
で
は
役
員
数
を
減
じ
る

意
見
も
出
た
が
、
最
終
的
に
土
居
通
夫
な
ど
九
名
の
取
締
役
と
清
水
新
三
な
ど
五
名
の
監
査

役
が
選
出
さ
れ
た
。
発
起
人
は
少
数
の
大
株
主
に
よ
る
経
営
権
の
掌
握
を
避
け
、
株
式
募
集

に
周
旋
し
た
大
阪
の
地
元
出
身
者
に
配
慮
し
た
。

　

明
治
二
九
年
四
月
二
七
日
に
発
起
人
八
六
名
は
逓
信
省
に
本
免
状
を
出
願
し
、
翌
年
四
月

二
一
日
に
下
付
さ
れ
た
。
同
三
一
年
四
月
一
九
日
に
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
の
登
記
を
行
い
、

社
長
に
土
居
通
夫
、
専
務
取
締
役
に
玉
井
安
蔵
と
堀
部
彦
次
郎
が
就
任
し
た
。
敷
設
工
事
の

着
手
期
限
は
会
社
の
登
記
日
か
ら
六
ケ
月
年
以
内
で
あ
っ
た
が
、
起
工
式
が
行
わ
れ
た
の
は

期
限
間
際
の
同
年
一
〇
月
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
敷
設
工
事
が
進
捗
し
た
形
跡
は
な
い
。

日
清
戦
争
後
の
明
治
三
一
、
三
三
年
は
日
本
経
済
が
恐
慌
に
陥
っ
た
年
で
あ
る
た
め
、
同
社

の
経
営
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
三
三
年
七
月
一
一
日
付
『
官
報
』
で
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
は
土
地
収
用
法
の
適
用

が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
慌
下
で
の
用
地
買
収
は
思
う
よ
う
に
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

竣
功
期
限
は
会
社
の
登
記
日
か
ら
三
年
後
の
同
三
四
年
四
月
一
八
日
で
あ
っ
た
が
、
翌
日
に

六
ケ
月
間
の
延
期
が
、
翌
年
二
月
五
日
に
は
工
事
方
法
の
変
更
に
伴
い
三
年
間
の
再
延
期
が

認
め
ら
れ
、
竣
功
期
限
は
同
三
八
年
二
月
四
日
と
な
っ
た
。
こ
の
間
に
役
員
の
辞
任
や
死
去

も
あ
っ
た
が
欠
員
と
さ
れ
て
お
り
、
人
事
に
も
経
営
難
が
表
れ
て
い
る
。

　

明
治
三
五
年
一
月
二
四
日
に
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
の
参
加
者
は
僅
か
二
〇
余
名
で
あ
り
、�

会
社
の
解
散
を
唱
え
る
声
が
多
か
っ
た
。
同
年
六
月
三
〇
日
ま
で
に
道
筋
が
立
た
な
け
れ
ば

解
散
と
決
し
た
が
、
同
三
五
年
二
月
五
日
に
竣
功
期
限
が
三
年
延
期
さ
れ
た
た
め
、
解
散
は

免
れ
た
。
し
か
し
、
株
金
払
込
額
は
当
初
の
二
万
六
〇
〇
〇
円
か
ら
増
加
す
る
こ
と
な
く
、

敷
設
工
事
も
進
捗
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
同
三
七
年
に
日
露
戦
争
が
起
こ
る
と
、
翌
年
四

月
一
五
日
の
臨
時
総
会
で
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
は
解
散
を
決
議
し
た
。

　

本
稿
で
は
第
一
次
敷
設
計
画
に
つ
い
て
目
的
や
株
主
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
株
主

は
宇
和
島
町
と
周
辺
各
村
及
び
土
居
、
今
西
、
油
屋
と
接
点
の
あ
る
者
に
限
ら
れ
、
す
で
に

開
業
し
て
い
た
伊
予
鉄
道
な
ど
と
の
連
携
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
一
次
敷
設
計
画
の
挫
折

を
経
験
し
て
、
明
治
四
三
年
か
ら
の
第
二
次
敷
設
計
画
で
は
ど
の
よ
う
な
点
を
改
め
た
の
か
、

両
者
の
違
い
を
意
識
し
な
が
ら
続
け
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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高 月 山
鬼 城 山

権 現 山

二二 名名 村村
三 間 中 間

音 地

田
川

金 銅
波 岡

古
藤

田
大
内

愛愛 治治 村村

能
寿

寺 是 房

成成 妙妙 村村

黒 井 地
大 藤

則

曽
根

戸 雁

生
田

大 宿

畔
屋

清
水

西
野
々

広 見下 大 野

三三 島島 村村

延
川

吉吉 野野 生生 村村

小 倉
小 西 野 々

泉泉
村村

岩 谷

興
野

々

延 野 々

松
丸

豊
岡

明明
治治
村村

旭旭
村村

中 野 川

奈
良

北
川好好

藤藤
村村

成 藤

国 遠
清 延

光
満

高
串

高高
光光
村村

大
浦

下
村

柿
原

藤 江

八八
幡幡
村村

丸丸
穂穂
村村

宇宇
和和
島島
町町

来来
村村

宮 下

中
間

吉
波

増 田
土 居 中

近
永

吉
野

富 岡

蕨 生

北
増
穂 小
沢

川

是
延 西
仲

広広
見見
川川

内
深

田

永
野

市

奈奈
良良
通通

千千
羽羽

波波
峠峠

宮 野 下

三三 間間 村村
元 宗

土 居 中

中 野 中

東
仲

迫 目

務 田
兼 近

出
目

市市
越越

窓窓
峠峠

泉 ケ 森

【
参
考
図

宇
和
島
町
と
周
辺
諸
村
】

県
境

郡
境

町
村
境

主
な
街
道

主
な
河
川

《
愛
媛
県
》

拡拡
大大
図図

注
１
．
当
館
所
蔵
五
万
分
の
一
地
形
図
「
宇
和
嶋
」

明
治

年
測
図
、
同

年
発
行

を
も
と
に
作
成
し
た
。

注
２
．
宇
和
島
町
と
周
辺
諸
村
の
境
界
、
河
川
や
街
道
が
明
確
で
な
い
部
分
は
、
一
部
自
治
体
史
や
古
地
図
か
ら
推
測
し
た
。

５５
ｋｋ
ｍｍ
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宇和島鉄道の第一次敷設計画について　―明治二七年の出願から明治三八年の解散まで―

註（
１
）『
我
社
の
三
十
年
』（
伊
予
鉄
道
電
気
株
式
会
社
、
一
九
一
九
年
）
一
～
四
三
頁
。

　
　
　
『
伊
予
鉄
道
百
年
史
』（
伊
予
鉄
道
株
式
会
社
、
一
九
八
七
年
）
一
五
～
四
五
、
一
〇
六
一
～
一

〇
六
七
頁
。　

　
　
　
『
愛
媛
県
史
』
近
代
上
（
愛
媛
県
、
一
九
八
六
年
）
七
一
六
～
七
二
五
頁
。

（
２
）
愛
媛
県
立
図
書
館
所
蔵
行
政
資
料
『
鉄
軌
策
道
』（
Ｍ
06‒

12‒

６
）。

（
３
）
前
掲
（
２
）。

　
　
　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
解
散
仮
本
免
許
状
返
納
」（
昭
47
運
輸00473100‒01700

）。

　
　
　
『
日
本
鉄
道
史
』
中
篇
（
鉄
道
省
、
一
九
二
一
年
）
六
八
一
頁
。

（
４
）
明
治
二
〇
年
五
月
一
八
日
付
『
官
報
』
勅
令
第
一
二
号
「
私
設
鉄
道
条
例
」。　
　

（
５
）
明
治
三
三
年
三
月
一
六
日
付
『
官
報
』
法
律
第
六
四
号
「
私
設
鉄
道
法
」。

（
６
）
明
治
三
九
年
三
月
三
一
日
付
『
官
報
』
法
律
第
一
七
号
「
鉄
道
国
有
法
」。

（
７
）
明
治
四
三
年
四
月
二
一
日
付
『
官
報
』
法
律
第
五
七
号
「
軽
便
鉄
道
法
」。

（
８
）
明
治
四
四
年
三
月
二
三
日
付
『
官
報
』
法
律
第
一
七
号
「
軽
便
鉄
道
補
助
法
」。

（
９
）
当
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
再
興
之
趣
意
書
」（『
宇
和
島
鉄
道
関
係
資
料
目
録
』
１
７
０
２‒

９
）。

（
10
）
〜
（
11
）
鉄
道
博
物
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
「
宇
和
島
鉄
道
」『
鉄
道
院
（
省
）
文
書
』

Ｄ
１‒

５‒

18‒

２
。

（
12
）
前
掲
（
９
）「
宇
和
島
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
創
立
事
務
報
告
」、「
定
款
及
株
主
名
簿
」、「
第
壱

回
営
業
報
告
書
」（
１
７
０
２‒

16
、
18
、
21
）。
明
治
四
四
年
九
月
二
三
日
の
創
立
総
会
で
定
款

を
決
定
、
役
員
を
選
出
し
て
会
社
を
設
立
、
同
月
二
七
日
の
重
役
会
議
で
社
長
、
副
社
長
、
専
務

取
締
役
を
互
選
、
翌
月
二
日
に
会
社
を
登
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
13
）『
愛
媛
県
史
』
人
物
（
愛
媛
県
、
一
九
八
九
年
）
四
五
九
頁
。

（
14
）『
井
上
角
五
郎
君
略
伝
』（
井
上
角
五
郎
君
功
労
表
彰
会
、
一
九
一
九
年
）
巻
頭
年
表
。

　
　
　
『
井
上
角
五
郎
先
生
伝
』（
井
上
角
五
郎
先
生
伝
記
編
纂
会
、
一
九
四
三
年
）
巻
末
年
表
。

（
15
）『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』（
商
業
興
信
所
、
一
九
〇
一
～
一
九
〇
三
、
一
九
〇
七
～
一
九
〇

九
年
）
上
編
一
八
、
同
一
八
、
同
二
〇
、
同
三
六
、
同
三
五
、
同
三
二
～
三
三
頁
に
よ
る
と
、
明

治
三
四
～
三
六
、
同
四
〇
～
四
一
年
に
同
行
の
監
査
役
、
同
四
二
年
に
取
締
役
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
、
本
書
を
『
役
員
録
』
明
治
34
年
の
よ
う
に
略
し
て
記
す
。
ま
た
、
由
井
常
彦
・
浅
野
俊
光

『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』
８
～
10
（
柏
書
房
、
一
九
八
八
～
一
九
八
九
年
）
三
一
、
三
五
～

三
六
、
三
五
頁
に
よ
る
と
、
明
治
三
七
～
三
九
年
に
同
行
の
監
査
役
と
な
っ
て
い
る
。

（
16
）「
宇
和
嶋
鉄
道
の
誕
生
」『
愛
媛
県
鉄
道
苦
行
史
』（
井
上
要
、
一
九
二
七
年
）
七
七
～
八
六
頁
。

　
　
　
『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
第
六
巻
（
日
本
国
有
鉄
道
、
一
九
七
二
年
）
五
七
八
～
五
八
一
頁
。

（
17
）
前
掲
（
10
）。
明
治
四
三
年
に
発
起
人
総
代
今
西
幹
一
郎
は
政
府
に
社
名
を
宇
和
島
鉄
道
株
式

会
社
と
し
て
出
願
し
た
が
、
翌
年
に
免
許
状
が
下
付
さ
れ
る
と
宇
和
島
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
と
し

て
設
立
登
記
し
、
同
四
五
年
に
社
名
の
変
更
申
請
を
行
っ
て
認
可
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
開

催
さ
れ
た
第
一
回
定
期
総
会
で
社
名
の
変
更
が
決
議
さ
れ
た
た
め
、
同
年
に
今
西
は
政
府
に
再
度

社
名
を
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
へ
変
更
し
た
こ
と
を
届
け
出
て
い
る
。

（
18
）
大
正
三
年
一
〇
月
二
二
日
付
『
官
報
』
に
よ
る
と
、
同
月
一
八
日
に
営
業
が
開
始
さ
れ
、
宇
和

島
～
近
永
間
は
一
〇
・
七
哩
（
約
一
七
・
二
㌖
）。
な
お
、
本
稿
で
は
停
車
場
、
停
留
場
を
分
か

り
や
す
く
駅
と
称
す
る
。

（
19
）
大
正
五
年
一
二
月
一
五
日
付
『
官
報
』
に
よ
る
と
、
同
月
一
日
に
下
村
駅
の
営
業
が
開
始
さ
れ
、

宇
和
島
～
近
永
間
は
一
一
・
一
哩
（
一
七
・
九
㌖
）
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
大
正
一
〇
年
四
月
一
五
日
付
『
官
報
』
に
よ
る
と
、
同
九
年
二
月
二
五
日
に
資
本
金
を
三
〇
万

円
増
加
す
る
こ
と
を
決
議
、
同
年
一
〇
月
二
五
日
に
登
記
し
て
い
る
。

（
21
）
大
正
九
年
八
月
一
四
日
付
『
官
報
』
に
よ
る
と
、
同
月
一
三
日
に
免
許
状
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
大
正
一
二
年
一
二
月
二
五
日
付
『
官
報
』
に
よ
る
と
、
同
月
一
二
日
に
営
業
が
開
始
さ
れ
、
近

永
～
吉
野
間
は
四
・
八
哩
（
約
七
・
七
㌖
）。

（
23
）
昭
和
八
年
七
月
二
五
日
付
『
官
報
』
鉄
道
省
告
示
第
三
三
一
号
に
よ
る
と
、
買
収
期
日
は
同
年

八
月
一
日
。

（
24
）『
愛
媛
県
史
』
社
会
経
済
３
（
商
工
）（
愛
媛
県
、
一
九
八
六
年
）
五
七
三
頁
に
よ
る
と
、
改
軌

工
事
は
昭
和
一
二
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
同
一
六
年
七
月
二
日
か
ら
普
通
鉄
道
と
し
て
営
業
を

開
始
し
た
。

（
25
）
前
掲
（
３
）『
日
本
鉄
道
史
』
中
篇
。

（
26
）『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
第
六
巻
（
日
本
国
有
鉄
道
、
一
九
七
二
年
）
五
七
八
～
五
八
一
頁
。

　
　
　
『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
』
第
九
巻
（
日
本
国
有
鉄
道
、
一
九
七
二
年
）
六
六
一
～
六
六
三
頁
。

（
27
）
前
掲
（
16
）。

（
28
）
明
治
四
四
年
一
〇
月
一
一
日
付
『
官
報
』、
翌
年
五
月
二
三
日
付
『
官
報
』
に
よ
る
と
、
井
上

は
明
治
四
四
年
九
月
二
三
日
の
会
社
設
立
時
か
ら
翌
年
四
月
二
〇
日
ま
で
取
締
役
だ
っ
た
。

（
29
）
井
上
雄
馬
『
山
村
豊
次
郎
伝
』（
山
村
豊
次
郎
氏
伝
記
刊
行
会
、
一
九
五
〇
年
）
二
六
〇
～
二

九
九
頁
。

（
30
）
愛
媛
県
立
図
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
明
治
二
七
年
一
月
三
〇
日
付
『
宇
和
島
新
聞
』。

（
31
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
26
年
一
三
四
～
一
三
五
、
一
四
八
頁
。

（
32
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
二
月
一
二
日
付
。

（
33
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
三
月
四
日
付
。
こ
の
時
の
駅
は
宇
和
島
、
高
串
、
宮
野
下
、
大
内
、
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近
永
、
松
丸
、
吉
野
の
七
駅
。

（
34
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
四
月
六
、
八
日
付
。

（
35
）
～
（
37
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
四
月
八
、
二
四
、
二
六
日
付
。

（
38
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
四
月
二
六
日
付
。

　
　
　
『
衆
議
院
議
員
党
籍
録
』（
衆
議
院
事
務
局
、
一
九
五
七
年
）
二
五
～
二
九
頁
、『
議
会
制
度
百

年
史　

衆
議
院
議
員
名
鑑
』（
衆
議
院
、
一
九
九
〇
年
）
四
二
四
～
四
二
五
頁
に
よ
る
と
、
土
居

は
明
治
二
七
年
三
月
一
日
の
第
三
回
選
挙
で
大
阪
二
区
か
ら
当
選
、
第
六
議
会
（
同
年
六
月
二

日
解
散
）
で
は
無
所
属
。
以
下
、『
衆
議
院
議
員
党
籍
録
』
を
『
党
籍
録
』、『
議
会
制
度
百
年
史　

衆
議
院
議
員
名
鑑
』
を
『
百
年
史
』
と
略
す
。

　
　
　

前
掲
（
30
）
明
治
二
六
年
七
月
一
二
、
二
四
日
付
に
よ
る
と
、
油
屋
は
同
月
六
日
に
大
阪
株
式

取
引
所
仲
買
人
の
認
可
を
受
け
て
、
同
月
二
一
日
に
宇
和
島
を
出
発
し
た
。『
商
業
資
料
』
第
一

巻
第
六
号
（
大
阪
経
済
社
、
一
八
九
四
年
）
一
四
七
頁
に
よ
る
と
、「
大
阪
株
式
取
引
所
仲
買
人　

油
屋
熊
八
」
と
あ
る
。

（
39
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
五
月
二
八
日
付
。

　
　
　

前
掲
（
38
）『
党
籍
録
』
一
一
～
二
九
頁
、『
百
年
史
』
五
七
六
頁
に
よ
る
と
、
堀
部
は
明
治
二

五
年
二
月
二
五
日
の
第
二
回
選
挙
で
愛
媛
六
区
か
ら
当
選
、
第
三
～
五
議
会
（
同
二
六
年
一
二
月

三
〇
日
解
散
）
で
は
弥
生
倶
楽
部
（
自
由
党
の
院
内
会
派
）
に
属
し
た
。

　
　
　
『
愛
媛
県
議
会
史
』
第
一
巻
（
愛
媛
県
議
会
、
一
九
七
五
年
）
九
八
六
～
九
八
九
、
一
三
二
九

～
一
三
三
一
頁
に
よ
る
と
、
今
西
は
明
治
一
七
年
の
第
四
回
選
挙
で
当
選
、
同
二
一
年
ま
で
在
職

し
た
。
ま
た
、
同
第
二
巻
（
同
、
一
九
七
七
年
）
一
〇
七
～
一
一
二
、
一
三
二
～
一
三
五
頁
に
よ

る
と
、
明
治
二
二
年
の
第
七
回
選
挙
で
再
当
選
、
同
二
五
年
ま
で
在
職
し
た
。
以
下
、『
愛
媛
県

議
会
史
』
を
『
議
会
史
』
と
略
す
。

　
　
　

土
居
に
つ
い
て
は
前
掲
（
38
）
参
照
。

　
　
　

前
掲
（
38
）『
党
籍
録
』
二
五
～
二
九
頁
、『
百
年
史
』
四
〇
〇
頁
に
よ
る
と
、
玉
井
は
明
治
二

七
年
三
月
一
日
の
第
三
回
選
挙
で
愛
媛
六
区
か
ら
当
選
、
第
六
議
会
（
同
年
六
月
二
日
解
散
）
で

は
自
由
党
。

（
40
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
六
月
二
日
付
。

　
　
　

前
掲
（
２
）
に
よ
る
と
、
明
治
二
七
年
六
月
二
日
付
で
愛
媛
県
知
事
の
副
書
を
得
て
い
る
。

（
41
）
半
井
桃
水
『
土
居
通
夫
君
伝
』（
野
中
昌
雄
、
一
九
二
四
年
）
一
四
五
頁
に
よ
る
と
、「
同
十
四

日　

宇
和
島
鉄
道
会
社
の
願
書
を
逓
信
省
に
提
出
」
と
あ
る
。

（
42
）
前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
六
月
一
八
日
付
に
よ
る
と
、「
今
西
幹
一
郎
氏
よ
り
一
昨
日
到
着
し

た
る
電
報
に
よ
れ
ば
、
同
会
社
の
創
立
願
書
は
去
る
十
五
日
主
務
省
へ
提
出
済
」
と
あ
る
。

（
43
）
鉄
道
博
物
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
「
宇
和
島
鉄
道
」『
鉄
道
院
（
省
）
文
書
』
Ｄ
１‒

５

‒

18‒

１
。

（
44
）
前
掲
（
２
）。
遺
さ
れ
て
い
る
起
業
目
論
見
書
と
仮
定
款
は
、
明
治
二
七
年
六
月
一
日
付
で
願

書
と
と
も
に
提
出
後
、
逓
信
省
か
ら
の
指
導
を
受
け
て
翌
年
に
同
年
月
日
付
で
再
提
出
し
た
も

の
。

（
45
）
例
え
ば
10
株
は
10
票
、
50
株
は
70
票
、
100
株
は
130
票
、
200
株
は
240
票
と
な
る
。

（
46
）
前
掲
（
４
）
の
第
二
条
第
五
項
に
よ
る
と
、「
発
起
人
総
員
ノ
引
受
ク
ヘ
キ
株
数
ハ
総
株
数
十

分
ノ
二
以
上
タ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
る
。

（
47
）『
伊
予
の
宇
和
島
』（
愛
媛
郷
土
研
究
会
、
一
九
三
五
年
）
一
三
二
～
一
三
六
頁
。

（
48
）
土
居
は
前
掲
（
38
）、
堀
部
、
玉
井
、
今
西
は
前
掲
（
39
）
参
照
。

　
　
　

河
野
は
前
掲
（
39
）『
議
会
史
』
第
一
巻
四
四
四
～
四
四
九
、
六
七
六
～
六
八
四
頁
に
よ
る
と
、

明
治
一
三
年
の
補
欠
選
挙
、
続
く
同
年
の
第
二
回
選
挙
で
当
選
、
翌
年
病
気
を
理
由
に
辞
職
し
た
。

『
愛
媛
近
代
史
料
』
第
一
〇
（
近
代
史
文
庫
、
一
九
六
三
年
）
一
一
〇
～
一
一
二
頁
に
よ
る
と
、

明
治
二
一
年
の
『
海
南
新
聞
』
に
玉
井
や
今
西
と
大
同
団
結
運
動
に
参
加
し
て
い
る
。

（
49
）
明
治
二
九
年
二
月
一
一
、
一
九
日
、
翌
月
一
日
付
『
海
南
新
聞
』、
前
掲
（
38
）『
党
籍
録
』
二

五
～
二
九
頁
、『
百
年
史
』
七
八
頁
に
よ
る
と
、
今
西
は
同
年
二
月
二
七
日
の
補
欠
選
挙
で
愛
媛

六
区
か
ら
当
選
、
第
九
～
一
一
議
会
（
同
三
〇
年
一
二
月
二
五
日
解
散
）
で
は
自
由
党
。

　
　
　

前
掲
（
39
）『
議
会
史
』
第
二
巻
六
〇
七
～
六
〇
九
、
六
二
三
～
六
二
八
頁
に
よ
る
と
、
石
﨑

と
二
宮
は
明
治
二
九
年
の
第
一
一
回
選
挙
で
当
選
、
同
三
二
年
ま
で
在
職
し
た
。
六
〇
八
頁
に
石

﨑
は
「
中
立
」、
二
宮
は
「
自
由
党
」
と
あ
る
が
、
明
治
二
九
年
三
月
四
日
付
『
海
南
新
聞
』
に

よ
る
と
、
石
﨑
も
「
自
由
」
と
あ
る
。

（
50
）
前
掲
（
43
）。

（
51
）
明
治
二
五
年
六
月
二
一
日
付
『
官
報
』
法
律
第
四
号
「
鉄
道
敷
設
法
」。

（
52
）
～
（
58
）
前
掲
（
43
）。

（
59
）
前
掲
（
３
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
解
散
仮
本
免
許
状
返
納
」。

（
60
）
～
（
63
）
前
掲
（
２
）。

（
64
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
28
年
一
九
二
頁
、
同
29
年
二
二
一
～
二
二
二
頁
に
よ
る
と
、
野

澤
は
保
存
掛
長
、
臨
時
調
査
掛
長
を
務
め
て
い
る
。

（
65
）
前
掲
（
２
）。

（
66
）『
明
治
宝
鑑
』（
松
本
徳
太
郎
、
一
八
九
二
年
）
五
一
八
頁
。

　
　
　
「
旧
藩
士
家
禄
附　

完
」『
家
中
由
緒
書
』
下
（
近
代
史
文
庫
宇
和
島
研
究
会
、
一
九
八
〇
年
）

四
三
三
～
四
四
八
頁
。
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前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
二
頁
。

（
67
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
六
二
一
～
六
二
三
頁
。
土
居
通
夫
が
会
頭
、
今
西
林
三
郎

が
会
員
。

（
68
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
一
五
六
～
一
五
七
頁
。
今
西
林
三
郎
も
監
査
役
。

（
69
）
一
六
名
の
内
、
大
島
甚
三
は
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
28
年
一
三
八
～
一
三
九
頁
。
小
川

平
助
、
島
徳
治
郎
、
山
内
卯
之
助
、
中
川
源
蔵
、
上
野
與
吉
、
濱
嵜
永
三
郎
、
市
川
六
郎
兵
衛
、

芝
田
大
吉
、
木
村
豊
吉
、
浅
井
辰
蔵
、
寺
井
栄
三
郎
、
加
賀
市
太
郎
、
小
島
要
介
、
田
内
平
兵
衛

の
一
四
名
は
同
明
治
29
年
一
六
六
～
一
六
八
頁
。
斎
藤
嘉
七
は
同
明
治
30
年
二
四
七
～
二
四
九
頁

（
斎
藤
嘉
七
衛
門
と
あ
る
が
住
所
か
ら
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
）。
寺
井
は
支
配
人
、
そ
の
他
は
仲

買
人
。
こ
の
間
、
油
屋
熊
八
も
仲
買
人
。

（
70
）
前
掲
（
67
）。

（
71
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
30
年
二
四
九
～
二
五
〇
頁
。
今
西
林
三
郎
が
理
事
。

（
72
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
一
六
八
～
一
七
〇
頁
。
土
居
通
夫
が
理
事
長
。

（
73
）『
愛
媛
県
紳
士
月
旦
』（
奥
村
次
郎
、
一
八
九
七
年
）
一
八
頁
に
よ
る
と
、
石
﨑
庄
吉
の
父
と
し

て
石
﨑
綾
（
俊
カ
）器
と
あ
り
、『
愛
媛
県
紳
士
列
伝
』
第
一
編
（
同
、
一
九
〇
〇
年
）
九
～
一
四
頁
に
よ

る
と
、
同
人
の
父
と
し
て
石
﨑
忠
八
と
あ
る
。
ま
た
、『
改
正
四
国
霊
場
遍
禮
順
路
指
南
増
補
大

成
』（
石
崎
（
マ
マ
）忠
八
、
一
九
〇
二
年
）
に
は
「
鶴
城
の
隠
士
扶
桑
散
人
」
が
八
〇
余
歳
の
「
俊
器
翁
」

が
編
纂
し
た
こ
と
、
続
い
て
「
施
本
所　

石
崎
（
マ
マ
）忠
八
」
の
序
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ

と
か
ら
俊
器
と
忠
八
は
同
一
人
物
で
、
俊
器
は
本
名
か
隠
居
後
の
号
と
思
わ
れ
る
。

（
74
）
～
（
75
）
鈴
木
喜
八
・
関
伊
太
郎
「
宇
和
島
町
商
工
人
名
（
明
治
三
一
年
九
月
現
営
業
者
）」『
明

治
年
間
全
国
商
工
人
名
通
鑑
』
四
国
・
九
州
・
沖
縄
篇
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
）
き
ノ
一

八
～
き
ノ
二
〇
頁
。

（
76
）『
愛
媛
県
人
物
名
鑑
』
第
三
輯
（
海
南
新
聞
、
一
九
二
三
年
）
宇
和
島
市
一
〇
頁
。
本
書
は
「
眞

市
」。

（
77
）
～
（
78
）
前
掲
（
74
）。

（
79
）
前
掲
（
76
）
宇
和
島
市
五
頁
。

（
80
）
～
（
84
）
前
掲
（
74
）。

（
85
）
～
（
87
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
五
四
四
～
五
四
五
頁
。
な
お
、
白
崎
五
郎
七
・

白
崎
敬
之
助
「
宇
和
嶋
町
商
工
人
名
（
明
治
二
三
年
四
月
現
営
業
者
）」『
日
本
全
国
商
工
人
名
録
』

（
日
本
全
国
商
工
人
名
録
発
行
所
、
一
八
九
二
年
）
一
二
六
六
～
一
二
六
九
頁
に
よ
る
と
、
末
廣

は
和
洋
砂
糖
綿
商
、
松
廣
は
呉
服
和
洋
反
物
商
、
槇
本
は
荒
物
商
。

（
88
）
～
（
89
）
前
掲
（
66
）「
旧
藩
士
家
禄
附　

完
」
四
三
三
、
四
三
七
頁
。「
愛
媛
県
」『
職
員
録
』

明
治
二
九
年
現
在
（
乙
）（
内
閣
官
報
局
、
一
八
九
七
年
）
二
八
七
頁
。

（
90
）
前
掲
（
66
）「
旧
藩
士
家
禄
附　

完
」
四
四
三
頁
。
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
四
頁
。

第
二
〇
国
立
銀
行
は
「
附　

二
十
銀
行
小
史
」『
第
一
銀
行
史
』
上
巻
（
第
一
銀
行
八
十
年
史
編

纂
室
、
一
九
五
七
年
）
七
八
八
～
七
九
一
頁
に
よ
る
と
、
渋
沢
栄
一
の
す
す
め
に
よ
り
旧
宇
和
島

藩
主
伊
達
宗
城
が
金
禄
公
債
を
資
本
化
し
て
明
治
一
〇
年
に
開
業
し
た
銀
行
で
あ
る
。

　
　
　

竜
門
社
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
五
巻
（
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
行
会
、
一
九
五
五
年
）
二

八
四
頁
に
よ
る
と
、
明
治
一
〇
年
七
月
一
一
日
に
「
是
ヨ
リ
先
、
栄
一
伊
達
宗
城
ノ
依
頼
ニ
ヨ
リ

国
立
銀
行
創
立
ニ
付
キ
指
導
ス
ル
ト
コ
ロ
ア
リ
シ
ガ
、
是
日
第
二
十
国
立
銀
行
開
業
免
状
ヲ
下
付

セ
ラ
レ
、
同
年
八
月
十
日
開
業
セ
リ
、
開
業
後
ニ
モ
援
助
ス
ル
ト
コ
ロ
多
シ
」
と
あ
る
。

（
91
）『
人
事
興
信
録
』
九
版
（
人
事
興
信
所
、
一
九
三
一
年
）
タ
二
一
〇
～
タ
二
一
一
頁
に
よ
る
と
、

桑
折
紀の
り
望み

の
嫡
男
。
前
掲
（
13
）
二
五
一
頁
に
よ
る
と
、
紀
望
は
天
保
六
～
明
治
二
九
（
一
八
三

五
～
一
八
九
六
）
年
。
前
掲
（
66
）「
旧
藩
士
家
禄
附　

完
」
四
三
三
頁
に
は
紀（
紀
望
カ
）堅と
あ
る
。
前

掲
（
66
）『
明
治
宝
鑑
』
五
一
八
頁
に
よ
る
と
、
城
方
は
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
生
ま
れ
。
前

掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
四
頁
。

（
92
）
前
掲
（
66
）「
旧
藩
士
家
禄
附　

完
」
四
三
九
頁
。
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
五
三
八

～
五
三
九
頁
。

（
93
）
高
橋
紅
六
『
太
宰
孫
九
伝
』（
太
宰
孫
九
伝
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）
一
〇
頁
。

　
　
　

芝
不
器
男
著
、
塩
崎
月
穂
編
『
不
器
男
句
文
集
』
松
山
子
規
会
叢
書
第
一
六
集
（
塩
崎
月
穂
、

一
九
八
四
年
）
二
四
六
～
二
四
七
頁
。

（
94
）
前
掲
（
93
）『
不
器
男
句
文
集
』。

（
95
）『
愛
媛
近
代
史
料
』
第
一
七
（
近
代
史
文
庫
、
一
九
六
六
年
）
二
四
頁
。

（
96
）
前
掲
（
13
）
一
三
～
一
四
頁
。

（
97
）『
広
見
町
誌
』（
広
見
町
、
一
九
八
五
年
）
一
九
三
頁
。

　
　
　
『
愛
媛
近
代
史
料
』
第
六
（
近
代
史
文
庫
、
一
九
六
二
年
）
六
二
～
六
三
頁
。

（
98
）
前
掲
（
95
）
二
〇
頁
。

（
99
）
淺
井
伯
源
『
伊
豫
の
山
水
と
人
物
と
事
業
』（
愛
媛
出
版
協
会
、
一
九
三
〇
年
）
第
三
輯
一
一

二
頁
。

（
100
）
前
掲
（
13
）
一
八
頁
。

（
101
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
五
四
一
頁
。

（
102
）
竹
内
伊
四
郎
『
大
日
本
紳
士
名
鑑
』（
明
治
出
版
社
、
一
九
一
六
年
）
愛
媛
県
六
〇
頁
。

　
　
　
「
好
藤
村
誌
」『
北
宇
和
郡
町
村
誌
』
五
（
宇
和
島
・
吉
田
旧
記
刊
行
会
、
二
〇
一
一
年
）
二
五

頁
。
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（
103
）
前
掲
（
15
）『
役
員
録
』
明
治
29
年
五
四
八
頁
。

（
104
）
前
掲
（
13
）
二
三
五
頁
。

（
105
）
前
掲
（
29
）
五
五
一
頁
。
第
一
回
（
明
治
二
三
年
）
町
会
議
員
選
挙
の
当
選
者
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　

山
崎　

惣
六　

橋
本　

武
成　

高
畠　

秋
松　

土
居　

禮　
　

清
水　

新
三　

岸
田　

森
廉

　
　
　

信
崎　

忠
敏　

新
田　

命
福　

岩
城　

泰
助　

上
原　

翁
（
蓊
カ
）

　
　

牧
野
楳
三
郎　

黒
田
孝
太
郎

　
　
　

松
廣
源
太
郎　

長
山
昌
三
郎　

長
瀧
嘉
三
郎　

玉
置
金
次
郎　

槇
本
和
三
郎　

槇
本　

源
蔵

　
　
　

玉
置
榮
次
郎　

油
屋　

熊
八　

神
森　

眞
市　

梁
瀬
専
太
郎　

堀
部
徳
之
丞　

石
崎
（
﨑
カ
）
　

庄
吉

　
　
　

前
掲
（
30
）
明
治
二
七
年
五
月
一
六
日
付
『
宇
和
島
新
聞
』。

（
106
）
前
掲
（
29
）
五
五
三
～
五
五
五
頁
。
松
本
は
第
六
回
（
明
治
三
八
年
）、
高
岡
は
第
九
回
（
大

正
三
年
）
町
会
議
員
選
挙
の
当
選
者
。

（
107
）
前
掲
（
96
）。

（
108
）
前
掲
（
104
）。

（
109
）
前
掲
（
100
）。

（
110
）
～
（
111
）『
宇
和
島
市
誌
』（
宇
和
島
市
長
山
本
友
一
、
一
九
七
四
年
）
九
〇
〇
〜
九
〇
一
頁
。

（
112
）
～
（
113
）
前
掲
（
97
）『
広
見
町
誌
』
二
二
四
、
一
九
三
頁
。

（
114
）『
人
事
興
信
録
』
三
版
（
人
事
興
信
所
、
一
九
一
一
年
）
た
一
七
五
～
一
七
六
頁
。

（
115
）『
人
事
興
信
録
』
二
版
（
人
事
興
信
所
、
一
九
〇
八
年
）
乙
二
〇
頁
。

（
116
）
前
掲
（
114
）
ほ
一
五
～
一
六
頁
。

（
117
）
前
掲
（
13
）
二
四
六
頁
。
マ
キ
の
続
柄
は
不
明
だ
が
、
住
所
が
同
じ
た
め
家
族
と
思
わ
れ
る
。

（
118
）
サ
ト
と
サ
タ
エ
の
続
柄
は
不
明
だ
が
、
住
所
が
同
じ
た
め
家
族
と
思
わ
れ
る
。

（
119
）
前
掲
（
114
）
た
九
五
頁
。

（
120
）
キ
ワ
の
続
柄
は
不
明
だ
が
、
住
所
が
同
じ
た
め
家
族
と
思
わ
れ
る
。

（
121
）『
人
事
興
信
録
』
六
版
（
人
事
興
信
所
、
一
九
二
一
年
）
に
二
頁
。

（
122
）
前
掲
（
２
）「
創
業
総
会
議
事
録
」。

（
123
）
当
館
所
蔵
「
宇
和
嶋
鉄
道
株
式
会
社
創
業
総
会
決
定
要
領
」、「
宇
和
嶋
鉄
道
株
式
会
社
定
款
」

（『
宇
和
島
鉄
道
関
係
資
料
目
録
』
１
７
０
２‒

２
、
３
）。

（
124
）
前
掲
（
122
）。

（
125
）
～
（
127
）
前
掲
（
２
）。

（
128
）
～
（
129
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
設
立
並
鉄
道
敷
設
免
許
状
下
付
ノ
件
」

（
纂00426100‒02600

）。

（
130
）
前
掲
（
３
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
解
散
仮
本
免
許
状
返
納
」。

（
131
）
前
掲
（
２
）。

（
132
）
前
掲
（
３
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
解
散
仮
本
免
許
状
返
納
」。

（
133
）
前
掲
（
２
）。

（
134
）
当
館
所
蔵
「
第
弐
回
報
告
書
」（『
宇
和
島
鉄
道
関
係
資
料
目
録
』
１
７
０
２‒

６
）。

（
135
）
明
治
三
〇
年
三
月
二
九
日
付
『
官
報
』
法
律
第
二
三
、
二
四
号
。

（
136
）
前
掲
（
39
）『
議
会
史
』
第
一
巻
一
三
二
九
～
一
三
三
一
、
同
第
二
巻
一
〇
七
～
一
一
一
頁
に

よ
る
と
、
河
野
（
竹
葉
）
は
明
治
二
一
年
の
第
六
回
選
挙
で
当
選
、
翌
年
ま
で
在
職
し
た
。
姓
の

変
更
は
後
掲
（
138
）
参
照
。

（
137
）
前
掲
（
134
）。

（
138
）
前
掲
（
73
）『
愛
媛
県
紳
士
列
伝
』
第
一
編
一
六
四
～
一
六
六
頁
。
明
治
二
二
年
に
姓
を
竹
葉

か
ら
河
野
に
復
し
た
。

（
139
）『
工
業
雑
誌
』
第
一
一
巻
第
一
八
六
号
（
工
業
雑
誌
社
、
一
八
九
九
年
）
二
一
頁
。

（
140
）
高
村
直
助
『
日
本
資
本
主
義
史
論
︱
産
業
資
本
・
帝
国
主
義
・
独
占
資
本
︱
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、一
九
八
〇
年
）七
九
～
一
〇
二
頁「
第
四
章 

産
業
資
本
確
立
期
の
恐
慌
︱
日
清
戦
後
恐
慌
」。

（
141
）
前
掲
（
３
）『
日
本
鉄
道
史
』
中
篇
に
は
当
時
の
宇
和
島
鉄
道
に
つ
い
て
「
物
価
騰
貴
ノ
為
最

初
ノ
予
算
額
ニ
テ
ハ
建
設
工
事
ヲ
全
フ
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ヲ
以
テ
資
金
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
外
ナ
カ
リ
シ

モ
、
当
時
経
済
界
不
振
ニ
シ
テ
金
融
逼
迫
シ
、
既
定
ノ
資
本
金
ハ
十
分
ノ
一
以
上
払
込
ヲ
為
ス
コ

ト
困
難
ナ
リ
シ
カ
ハ
、
到
底
新
ニ
資
金
ヲ
募
集
ス
ル
能
ハ
ズ
」
と
あ
る
。

（
142
）
明
治
三
三
年
三
月
七
日
付
『
官
報
』
法
律
第
二
九
号
「
土
地
収
用
法
」。

（
143
）
～
（
144
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
岩
手
県
下
中
学
校
建
設
ノ
為
メ
○
長
野
県
下
小
学
校
建
設
ノ
為

メ
○
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
敷
設
ノ
為
メ
土
地
収
用
法
適
用
ノ
件
」（
纂00514100‒00100

）。

（
145
）
明
治
三
三
年
七
月
一
一
日
付
『
官
報
』。

（
146
）『
工
業
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
二
一
一
号
（
工
業
雑
誌
社
、
一
九
〇
一
年
）
一
九
頁
。

（
147
）『
工
業
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
二
一
六
号
（
工
業
雑
誌
社
、
一
九
〇
一
年
）
二
四
頁
。

（
148
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
株
式
会
社
工
事
竣
功
延
期
ノ
件
」（
纂00578100‒02100

）。

（
149
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
工
事
竣
功
期
限
指
定
ノ
件
」（
纂00674100‒00600

）。

（
150
）
当
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
明
治
三
五
年
一
月
二
九
日
付
『
海
南
新
聞
』。

（
151
）『
工
業
雑
誌
』
第
一
八
巻
第
二
六
四
号
（
工
業
雑
誌
社
、
一
九
〇
三
年
）
二
四
頁
。

（
152
）
～
（
155
）
前
掲
（
３
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
宇
和
島
鉄
道
解
散
仮
本
免
許
状
返
納
」。

（
156
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
会
社
解
散
ノ
件
」（
纂00962100‒00800

）。

（
157
）
明
治
三
八
年
五
月
四
日
付
『
官
報
』。

（
158
）
明
治
三
八
年
五
月
九
日
付
『
官
報
』。

（
159
）
前
掲
（
15
）『
日
本
全
国
諸
会
社
役
員
録
』
８
三
六
八
頁
。




